
宋
代
編
管
制
度
考

辻

正

博

は

め

に

一

編

管

と

は

何

か

(
一
)
「
編
管
」
の
語
義
|
|
「
牧
管
」
と
の
釣
比
か
ら

合
乙
編
管
の
適
用
封
象

(三
)
編
管
は

「
流
摘
」

か

(

四

)

居

作

の

有

無

(五
)

刑

期

の

問

題

二

配

流

と

編

管

(
一
)
遠
隔
地
へ
の
編
管

(

二

)

配

流

と

編

管

お

わ

り

に

じ
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lま

じ

め

宋
朝
は
、

五
刑
(
答
・
杖
・
徒
・
流
・
死
)
を
主
刑
と
す
る
唐
律
の
刑
罰
龍
系
を
承
け
縫
ぎ
な
が
ら
も
、
嘗
時
大
き
く
嬰
貌
し
つ
つ
あ
っ
た
枇

曾
の
現
{
貫
に
釘
躍
す
べ
く
、

い
く
つ
か
の
刑
罰
を
新
た
に
設
け
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
建
国
後
間
も
な
く
制
定
さ
れ
た
折
杖
法
に
よ
っ
て
、
徒

刑
以
下
は
杖
打
刑
と
し
て
、
流
刑
は
杖
打
刑
+
有
期
の
勢
役
刑
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
執
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、
死
刑
と
流
刑
以
下
の

433 
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刑
罰
と
の
あ
い
だ
に
大
き
な
格
差
が
生
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
唐
末
五
代
の
乱
世
に
お
い
て
は
、
徒
刑
・
流
刑
な
ど
執
行
完
了
ま
で
に
時

聞
の
か
か
る
刑
罰
が
大
幅
に
後
退
し
て
し
ま
い
、
盗
罪
や
専
貰
法
違
反
な
ど
治
安
維
持
に
関
わ
る
犯
罪
を
中
心
に
、
軽
微
な
違
反
に
針
し
で
も

た
や
す
く
死
刑
と
す
る
傾
向
が
強
か

っ
た
。
全
園
統

一
を
目
指
す
宋
朝
に
と

っ
て、

か
か
る
峻
刑
は
可
能
な
限
り
緩
和
せ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の

で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、

主
刑
た
る
死
刑
と
流
刑
の
あ
い
だ
に
存
す
る
ギ
ャ

ッ
プ
を
埋
め
る
刑
罰
を
、
新
た
に
設
け
る
必
要
が
あ

っ
た
の

で
あ
る
。

こ
う
し
て
創
設
さ
れ
た
刑
罰
の
う
ち

(
l
)
 

配
流
と
配
軍
に
つ
い
て
は
以
前
に
拙
い
考
察
を
行
な

っ
た
こ
と
が
あ
る
。
小
論
で
は
編
管
に
つ
い
て
、

そ
の
制
度
的
側
面
を
中
心
に
初
歩
的
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
宋
代
の
刑
罰
制
度
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
た
い
と
思
う
。

編
管
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
滋
賀
秀
三
氏
の
解
説
が
通
説
と
し
て
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
て
き
た
。

編
管
と
は
、
遠
隔
地
に
押
迭
し
て
、
そ
の
地
で
自
主
的
に
生
計
を
立
て
さ
せ
な
が
ら
、

そ
の
池
の
地
方
官
擦
の
監
察
下
に
お
く
も
の
で
あ

30ー

る
。
編
管
の
者
は
、
毎
月
出
頭
し
て
賭
呼
を
受
け
る
義
務
を
負
う
だ
け
で
、
日
常
生
活
は

一
般
市
民
と
異
な
ら
な
い
。
貧
乏
で
自
活
し
得

な
い
者
に
は
、
会
引
に
準
じ
て
常
平
倉
か
ら
米
が
支
給
さ
れ
る
。
(
中
略
)
編
配
は
い
ず
れ
も
無
期
刑
で
あ
り
、
家
族
の
随
行
が
ゆ
る
さ

一
般
的
な
恩
赦
の
際
に
、
個
別
的
な
審
議
を
経
て
放
克
さ
れ
る
場
合
が
少
な
く
な
か

っ
た
。
(
中
略
)
配
軍
と
並
ん
で
生
じ
た
編(

2
)
 

管
と
い
う
名
の
、
居
作
を
伴
わ
な
い
流
請
の
新
方
式
は
、
後
の
明
清
時
代
の
流
刑
の
先
院
を
な
す
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

れ
る
。

す
な
わ
ち
、
滋
賀
氏
に
よ
れ
ば
編
管
と
は

①
罪
人
を
遠
隔
地
に
強
制
的
に
移
動
さ
せ

(流
諦
)
、
そ
の
地
の
地
方
官
鷹
の
監
察
下
に
お
く
刑
罰
で
あ
る
。

②
配
所
に
お
け
る
日
常
生
活
は
、

一
般
市
民
と
異
な
ら
な
い
。

③
居
作
を
伴
わ
な
い
流
調
と
い
う
黙
で
、
明
清
時
代
の
流
刑
の
先
蹴
と
見
な
し
う
る
。

④
家
族
の
随
行
を
許
さ
れ
る
。

⑤
無
期
刑
で
あ
る
が
、
思
赦
の
際
に
個
別
の
審
議
を
経
て
放
克
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。



と
い
っ
た
特
徴
を
も
っ
刑
罰
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
小
論
は
、
滋
賀
氏
の
指
摘
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
特
徴
を
い
ま
一
度
検
-
引
越
す
る
こ
と
か
ら
始

め
て
、
編
管
の
制
度
的
側
面
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

編

管

と

は

何

か

( 

一、、_./

「
編
管
」
の
語
義
|

|
「
収
管
」
と
の
封
比
か
ら

滋
賀
氏
は
、
お
も
に
『
係
法
事
類
』
所
載
の
像
文
に
擦
り
つ
つ
、
編
管
の
刑
罰
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
て
い
る
け
れ
ど
も
、
語
義
の
面

(
3
)
 

か
ら
考
究
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
沈
家
本
は
、
編
管
を
「
戸
籍
に
編
入
し
て
管
束
す
る
意
」
で
あ
る
と
い
い
、
郭
東
旭
氏
も
「
外
州
に
お
い
て

(
4
)
 

戸
籍
に
編
入
し
、
監
督
・
拘
束
し
て
、
人
身
の
自
由
を
制
限
す
る
慮
罰
の
方
法
で
あ
る
」
と
ほ
ぼ
同
じ
説
明
を
さ
れ
て
い
る
が
、
梅
原
郁
氏
は

(
5
)
 

そ
れ
を
や
や
改
め
て
「
流
配
さ
れ
た
州
で
、
簿
籍
に
編
入
し
、
監
督
管
理
す
る
意
味
に
す
ぎ
ぬ
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
字
義
か
ら
す
れ
ば
、

「
編
」
は
「
簿
籍
に
附
け
る
」
、
「
管
」
は
「
監
督
、
管
理
す
る
」
と
い
う
方
向
で
解
調
停
し
て
問
題
な
か
ろ
う
。
但
し
、
「
外
州
に
お
い
て
」
あ
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る
い
は
「
流
配
さ
れ
た
州
で
」
と
い
う
意
味
は
、
「
編
管
」
の
字
面
か
ら
は
出
て
こ
な
い
。
こ
の
貼
に
ま
ず
、
注
意
し
て
お
き
た
い
。

編
管
に
つ
い
て
述
べ
た
宋
代
の
史
料
に
、
次
の
も
の
が
あ
る
。

自
後
、
命
官
罪
を
犯
し
て
嘗
に
配
隷
す
べ
き
者
は
、
多
く
外
州
に
編
管
し
、
或
い
は
牙
校
に
隷
す
。
そ
の
死
に
坐
し
て
特
に
貸
さ
る
る
者

は
、
多
く
決
杖
・
諒
面
し
て
、
遠
州
の
牢
城
に
配
せ
ら
れ
、
恩
を
経
て
量
移
せ
ら
る
れ
ば
、
即
ち
軍
籍
を
克
か
る
。
大
凡
、
命
官
、
罪
を

犯
さ
ば
、
多
く
特
旨
有
り
。
或
い
は
動
停
せ
ら
れ
、
或
い
は
董
務
せ
し
む
。
賦
私
の
罪
重
け
れ
ば
、
即
ち
配
隷
有
り
、
或
い
は
慮
す
る
に

散
秩
を
以
て
す
。
遠
き
よ
り
近
き
に
移
る
者
、
恩
を
経
る
こ
と
三
四
た
び
に
し
て
、
或
い
は
放
ち
て
便
に
任
す
。
貧
濫
を
倣
め
て
流
品
を

粛
し
む
所
以
な
り
。(『
長
編
』
巻
八
、
乾
徳
五
年
二
月
発
酉
。『
宋
曾
要
』
刑
法
四

一
も
ほ
ぼ
同
じ
)

435 

こ
れ
は
、
命
官
、
す
な
わ
ち
宋
代
の
官
員
に
封
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
慮
罰
に
つ
い
て
線
合
的
に
述
べ
た
重
要
な
史
料
で
あ
る
。
『
長
編
』
『
{
木
曾
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要
』
と
も
に
、
こ
れ
を
宋
朝
の
建
園
後
間
も
な
い
乾
徳
五
年

(九
六
七
)
に
繋
年
し
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
、
宋
初
よ
り
編
管
が
存
在
し
た

こ
と
の
根
擦
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
。

引
用
は
省
略
し
た
が
、
こ
の
史
料
の
前
段
で
は
、
流
刑
囚
の
「
配
役
」
に
つ
い
て
、
持
作
監
で
は
な
く
作
坊
に
迭
っ
て
服
役
さ
せ
る
よ
う
改

め
た
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
素
直
に
誼
め
ば
「
自
後
」
と
は
そ
れ
以
後
、
す
な
わ
ち
乾
徳
五
年
以
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
は
少

(
6
)
 

し
複
雑
で
あ
る
。
ま
ず
、
前
段
の
内
容
は
、
こ
こ
に
引
用
し
た
「
自
後
」

以
下
と
直
接
関
連
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
前
段
で
述
、
べ

ら
れ
て
い
る
の
は
、
折
杖
法
に
よ
り
譲
み
替
え
て
執
行
さ
れ
る
流
刑
の
配
役
に
関
す
る
記
述
で
あ
り
、
「
自
後
」
以
下
は
、
官
員
が
罪
を
犯
し

た
場
合
ど
の
よ
う
な
慮
罰
が
輿
え
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
の
概
説
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
命
官
が
「
配
隷
」
さ

れ
る
場
合
で
あ
る
。
配
線
と
は
、
園
家
の
何
ら
か
の
組
織

・
機
関
に
隷
属
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
昆
ハ髄
的
に
は
軍
隊
へ
の
編
入

(配
軍
)
や
、

州
豚
官
に
よ
る
監
督

(
編
管

・
鴇
管
)
と
い
う
形
で
行
な
わ
れ
る
。
前
掲
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
官
員
の
場
合
、
多
く
が
編
管
さ
れ
た
り
牙
校
に

嘗
て
ら
れ
た
り
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

『文
献
通
考
』

で
は
、
前
段
の
配
役
の
く
だ
り
が
開
賓
五
年

(九
七
二
)
に
繋
年
さ
れ

(巻
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一六
八
、
刑
考
、
徒
流
)
、
「
自
後
」
以
下
に
相
嘗
す
る
記
事
は
な
い
。
ま
た
『
宋
史
」
刑
法
志
(
径
二
O
二

は
、
前
段
の
記
事
を

『文
献
遁
考
』

と
同
じ
く
開
賓
五
年
の
こ
と
と
し
、

「自
後
」

以
下
を
明
遁
二
年
(
一
O
一-一一一一)
の
記
事
に
附
し
て
い
る
。『
文
献
通
考
』
や

『宋
史
』
刑
法
志

に
お
い
て
、
雨
者
は
別
個
の
記
事
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
前
掲
の
史
料
を
、
宋
初
の
編
管
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
と

日
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
罪
を
犯
し
て
配
隷
さ
る
べ
き
官
員
は

「外
州
に
編
管
さ
れ
る
か
、
牙
校
に
配
属
さ
れ
る
か
」
の
い
ず
れ

か
に
廃
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
五
代
か
ら
宋
初
に
か
け
て
の
史
料
を

一
瞥
す
る
と
、
街
前
に
迭
ら
れ
る
罪
吏
に
は
「
街
前
に
編

管
」
さ
れ
る
者
の
外
に
、
「
街
前
に
牧
管
」
さ
れ
る
者
の
い
た
こ
と
に
気
が
つ
く
。

「
牧
管
」
の
語
義
は
、

「牧
存
保
管
、
収
押
看
管
」
(
『漢
語
大
詞
典
」
第
五
加
、

三
八
八
頁
)
、
す
な
わ
ち
人
や
モ
ノ
を
「
入
れ
物
」
に
収
め
て

管
理
す
る
意
、

で
あ
る
と
い
う
。
管
見
の
限
り
、
「
街
前
枚
管
」
の
事
例
は
五
代
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。



〔
天
一
崎
二
年
(
九
三
七
)
五
月
〕
乙
丑
、
六
宅
使
王
縫
弘
を
義
州
の
街
前
に
迭
り
て
牧
管
し
、
前
洛
州
園
練
使
高
信
を
復
州
に
迭
り
て
枚

管
す
。
二
人
は
崇
櫨
門
内
に
お
い
て
賠
一
争
し
、
蓋
司
の
劾
す
る
所
と
鋳
る
が
故
な
り
。
(
『
奮
五
代
史
』
巻
七
六
、
耳
目
書
・
官
同
組
紀
)

後
晋
時
代
の
復
州
(
現
湖
北
省
天
門
豚
)
・
義
州
(
現
甘
粛
省
筆
亭
豚
)
は
と
も
に
、
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
、
国
境
近
く
の
城
市
で
あ
る
。
王
縫
弘

に
針
す
る
鹿
分
を
、
『
加
府
元
亀
」
は

「動
停
、
迭
義
州
街
前
、
何
常
知
所
在
」
と
記
す
(
宋
板

『加
府
元
亀
』
巻
一
五
四
、
帝
王
部
・
明
罰
)
。

「
常
知
所
在
」
の
文
言
は
、
五
代
で
は
配
流
を
命
じ
た
詔
救
に
散
見
す
る
こ
と
か
ら
、
王
繕
弘
は
最
重
に
監
視
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

〔
天
幅
二
年
二
月
〕
其
月
、
赦
す
ら
く
。
諸
遁
馬
歩
都
虞
候
は
、
今
後
、
朝
廷
更
め
て
差
補
せ
ず
、
逐
州
府
に
委
ね
て
、
街
前
大
勝
中
よ

り
久
し
く
事
任
を
歴
て
刑
獄
に
暁
合
目
す
る
者
を
選
び
て
充
て
、
の
お
三
年
を
以
て
限
と
震
し
、
元
随
の
職
員
中
よ
り
差
補
す
る
を
得
ず
。

そ
れ
今
月
己
前
に
見
に
在
任
す
る
者
は
、
如
し
罪
犯
無
け
れ
ば
、
宜
し
く
そ
の
月
限
を
終
わ
ら
し
め
、
終
来
の
得
替
を
候
ち
て
、
本
遁
に

仰
せ
て
街
前
に
牧
管
し
、
赴
関
す
る
を
得
ず
、
と
。
(
『五
代
曾
要
」
巻
二
回
、
諸
使
雑
録
)
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獄
訟
を
掌
る
馬
歩
都
虞
候
に
封
し
て
、
任
期
を
終
え
た
の
ち
再
任
せ
ず
、
「
街
前
に
牧
管
し
て
」
赴
関
さ
せ
な
い
こ
と
を
命
じ
た
詔
救
で
あ
る
。

街
前
に
て
身
柄
を
あ
づ
か
る
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
ろ
う
か
。

一方、

「街
前
編
管
」
の
例
は
五
代
に
は
見
ら
れ
ず
、
北
宋
の
異
宗
朝
に
な
っ
て
よ
う
や
く
現
わ
れ
る
。

至
遁
三
年
(
九
九
七
)
四
月
一
日
、
員
宗
即
位
赦
書
。
(
中
略
)
行
軍
司
馬
・
防
園
副
使
・
上
佐

・
司
士
参
軍

・
街
前
編
管
人
等
は
、
並
び

に
仰
せ
て
護
遣
赴
京
し
、
逐
鹿
に
お
い
て
投
扶
せ
し
め
、
資
を
降
し
て
位
以
用
す
。
(
「
宋
曾
要
』
職
官
七
六
|
一一一)

類
似
の
例
は
異
宗
・
仁
宗
朝
の
赦
文
に
散
見
す
る
。

「行
軍
司
馬
:
:
:
司
士
参
軍
」
は
、
宋
初
の
典
型
的
な
左
遷
ポ
ス
ト
で
あ
り
、
賓
質
的
な

職
務
は
無
か
っ
た
。
街
前
に
迭
ら
れ
て
編
管
さ
れ
た
者
も
同
様
の
待
遇
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

天
聖
八
年
(
一

O
三
O
)
十

一
月
六
日
、
監
翰
林
司
・
閤
門
副
使
郭
承
縮
、
特
に
貸
命
し
、
決
刺
を
克
じ
て
、
除
名
し
、
岳
州
の
街
前
に

配
し
て
編
管
せ
し
む
。
金
銀
・
什
物
を
盗
む
に
坐
す
。
罪
の
軽
き
及
び
赦
に
該
る
を
除
く
の
外
、
臓
を
計
る
に
一
百
四
十
一
匹
零
、
監
主
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自
盗
も
て
合
に
極
奥
に
震
く
べ
き
も
、
詔
し
て
寛
宥
に
従
う
。
(『宋
曾
要
」
刑
法
六
|
一

一
一)
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監
主
自
盗
は
賊
額
三
十
五
匹
で
絞
刑
、
法
に
照
ら
せ
ば
死
刑
と
な
る
べ
き
と
こ
ろ
、
罪

一
等
を
減
じ
ら
れ
、
街
前
に
配
属
さ
れ
て
編
管
と
な
っ

た
わ
け
で
あ
る
。

街
前
牧
管
の
事
例
が
五
代
に
し
か
現
わ
れ
ず
、
北
宋
で
は
街
前
編
管
の
例
し
か
見
え
な
い
の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
く
し
は
、
そ
の

原
因
を
街
前
制
度
の
繁
遷
に
求
め
た
い
。

街
前
制
度
の
愛
選
に
つ
い
て
こ
こ
で
詳
論
す
る
鈴
裕
は
な
い
が
、
先
撃
の
諸
研
釘
仁
擦
り
つ
つ
概
観
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
す
な

わ
ち
、
唐
代
、
各
地
に
節
度
使
が
置
か
れ
る
と
、
治
所
の
州
に
は
刺
史
の
官
街
た
る
州
院
と
節
度
使
の
官
街
た
る
使
院
と
が
並
置
さ
れ
、
使
院

に
は
軍
事
的
な
職
務
を
権
う
街
前
の
組
織
が
成
立
し
た
。
唐
代
に
お
い
て
街
前
は
節
度
使
直
属
の
軍
隊
を
意
味
し
、
軍
事
を
掌
る
重
要
な
ポ
ス

ト
で
あ

っ
た
が
、

五
代
に
な
る
と
、
軍
事
の
ほ
か
に
財
政

・
民
政
に
関
わ
る
事
柄
も
掌
る
よ
う
に
な
っ
た
。
軍
隊
を
指
揮
し
な
い
名
目
だ
け
の

軍
将
(
散
将
・
散
員
)
も
こ
こ
に
勤
務
し
て
倉
庫
の
監
督
に
あ
た
る
よ
う
に
な
り
、

さ
ら
に
は
そ
の
下
に
い
て
雑
役
に
従
事
し
て
い
た
軍
人
も
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街
前
と
稽
さ
れ
た
。

一
方
、
唐
末
以
降
、
節
度
使
が
細
分
化
さ
れ
て
州
に
軍
隊
が
置
か
れ
る
と
、
節
度
使
同
様
、
州
も
街
前
組
織
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
。
宋
朝
に
よ
る
全
国
統
一
、
皇
帝
濁
裁
龍
制
の
確
立
過
程
に
お
い
て
、
節
度
使
の
兵
権
が
中
央
政
府
に
回
収
さ
れ
る
と
、
街
前
も
軍

事
的
色
彩
を
完
全
に
失
い
、
多
く
が
専
門
化
・
職
業
化
し
た
。

元
来
、
節
度
使
の
箪
事
力
を
支
え
る
中
核
で
あ
っ
た
街
前
は
、

五
代
に
そ
の
職
掌
を
援
大
さ
せ
、
財
政

・
民
政
を
も
掌
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の

一
方
で
、
軍
隊
と
直
接
関
わ
ら
な
い
者
を
倉
庫
の
管
理
や
雑
役
に
従
事
さ
せ
る
な
ど
、
組
織
に
と

っ
て
不
要
の
人
材
を
と
り
あ
え
ず
プ
1

ル
し
て
お
く
役
割
も
帯
び
て
い
た
。
五
代
に
お
け
る
「
街
前
収
管
」
の
事
例
と
し
て
掲
げ
た
も
の
は
、
こ
れ
に
該
嘗
す
る
。
身
柄
を
拘
束
し
て

所
定
の
作
業
に
従
事
さ
せ
る
様
子
は
、
唐
代
の
徒
刑
囚
や
流
刑
囚
に
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
宋
朝
に
よ
っ
て
節
度
使
の
兵
権
が
回
牧
さ
れ
、
節
度
使
が
軍
事
力
を
喪
失
し
て
し
ま
う
と
、
街
前
は
職
役
化
し
、
軍
織
と
し
て

の
貰
龍
を
完
全
に
失
っ
た
。
街
前
へ
の
編
管
は
、
行
軍
司
馬
・
防
園
副
使
・
上
佐
・
司
士
参
軍
な
ど
と
並
ぶ
官
員
の
左
遷
先
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
行
軍
司
馬
以
下
に
左
遷
さ
れ
た
官
員
に
は
職
務
を
果
た
す
こ
と
を
何
ら
期
待
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
と
同
様
に
、
街
前
に
配
属
さ
れ
た
官



員
が
た
と
え
ば
倉
庫
の
管
理
を
す
る
こ
と
な
ど
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
編
管
」
の
文
言
が
附
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
編
管
と
は
、
語
義
か
ら
言
え
ば
「
簿
籍
に
編
入
し
、
監
督
管
理
す
る
」
意
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
や
モ
ノ
を
何
か
の

組
織
・
入
れ
物
に
収
め
て
管
理
す
る
「
牧
管
」
と
は
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
軍
隊
組
織
に
よ
り
人
を
管
理
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
た
と
え

(
叩
)

ば
「
刺
面
配
五
百
里
外
州
軍
本
城
牧
管
」
の
よ
う
に
「
牧
管
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
。
逆
に
、
編
管
さ
れ
る
者
に
つ
い
て
、
「
そ
の
場
所
に
き

ち
ん
と
留
ま
ら
せ
る
」
こ
と
を
巌
命
す
る
場
合
に
は
、
「
牧
管
」
の
語
を
併
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。

す

で

江
謙
亨
の
家
は
財
に
鏡
か
に
し
て
、
郷
曲
に
武
断
す
。
こ
れ
よ
り
前
、
罪
を
憲
蓋
に
得
て
、
日
経
に
編
置
せ
ら
る
れ
ば
、
自
ら
磨
に
警
戟

サ
ヲ
一
-

す
る
所
を
知
る
べ
し
。
近
ご
ろ
童
設
と
小
し
く
私
隙
有
る
に
因
り
て
、
別
に
事
端
を
生
じ
、
楊
十
八
の
経
死
す
る
を
以
て
、
親
ち
楊
百
九

さ
い
わ
い

を
敬
令
し
て
、
施
祉
を
作
し
超
打
し
て
塘
水
に
推
落
せ
し
め
、
此
れ
に
因
り
死
を
致
す
と
て
、
遂
に
大
訟
を
興
す
。
所
幸
に
し
て
、
官
を

差
し
て
検
覆
す
る
に
、
事
、
昭
明
を
獲
た
り
。
而
し
て
獄
司
勘
べ
て
そ
の
情
を
得
れ
ば
、
謹
岡
の
扶
、
瞭
然
と
し
て
燭
す
べ
し
。
江
謙
亨

は
、
罪
、
徒
刑
に
該
り
、
宗
女
の
夫
に
係
る
と
難
も
、
私
罪
を
再
犯
す
る
に
係
る
に
縁
り
、
情
と
し
て
媛
、
つ
べ
か
ら
ず
。
蔦
一
、
傍
倖
も

い

よ

か

ろ

が

ろ

て
漏
網
す
れ
ば
、
則
ち
姦
計
滋
い
よ
長
じ
、
善
良
未
だ
易
し
く
以
て
安
ん
ず
る
を
得
ざ
る
な
り
。
尋
い
で
事
情
を
具
勘
し
到
り
、
申
し

ょ

て
提
刑
街
の
指
揮
を
取
れ
り
。
後
、
提
刑
街
の
行
下
に
準
る
に
「
本
州
の
勘
ぶ
る
所
を
黙
射
し
た
る
に
、
備
さ
に
江
謙
亨
の
謹
訴
を
敬
令
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す
る
を
見
る
こ
と
、
脱
跡
分
暁
た
り
。
そ
の
人
己
に
曾
て
罪
を
犯
し
て
庭
州
に
編
管
せ
ら
る
れ
ば
、
既
に
善
良
に
非
ず
、
出
一
旦
に
こ
れ
を
し

て
屡
し
ば
犯
し
屡
し
ば
噴
い
、
以
て
悪
を
長
ぜ
し
む
る
を
得
べ
け
ん
や
。
然
れ
ど
も
租
蔭
及
、
ぴ
宗
女
の
夫
な
る
を
以
て
の
故
に
、
所
合
に

姑
く
末
減
に
従
う
べ
し
。
州
に
牒
し
て
江
謙
亨
を
引
上
し
、
降
し
て
杖
一
百
に
従
い
、
押
上
し
て
嘗
鷹
に
正
断
し
、
の
お
原
の
編
管
し
て

慮
る
所
の
州
に
、
途
り
て
牧
管
せ
よ
」
と
あ
り
。
(
『清
明
集
』
巻
二
二
、
懲
悪
門
、
告
許
、
数
令
謹
訴
致
死
公
事
)

江
謙
亨
は
以
前
に
慮
州
に
編
管
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
再
び
罪
を
犯
し
て
、
「
原
の
編
管
し
て
慮
る
所
の
州
に
迭
り
て
枚
管
」
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
も
と
の
配
所
に
連
れ
戻
さ
れ
た
江
謙
亨
が
二
度
と
逃
げ
出
さ
な
い
よ
う
に
き
ち
ん
と
監
視
せ
よ
、
と
の
気
持
ち
が
判
決
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文
に
強
く
表
わ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
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以
上
、
編
管
の
語
義
に
つ
い
て
、
岐
管
と
の
釘
比
か
ら
検
討
を
加
え
た
。
そ
の
結
果
、
編
管
は
牧
管
に
比
べ
れ
ば
、
管
理
の
程
度
が
緩
や
か

で
あ
り
、
何
か
の
組
織

・
機
関
に
配
属
し
て
管
理
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
編
管
と
は
、
罪
人
の
身
柄
を
拘

東
し
て
の
管
理
で
は
な
く
、
簿
籍
に
も
と
づ
く
罪
人
管
理
な
の
で
あ
る
。

な
お
、
編
管
人
の
配
所
と
な
っ
た
州
に
は
、
そ
の
者
の
姓
名
以
外
に
「
年
甲
・
犯
状
・
以
前
過
犯
若
し
く
は
佐
家
・
犯
事
之
所
、
及
び
引
く

所
の
僚
制
、
断
遣
の
刑
名
」
を
記
録
し
た
書
類
が
迭
ら
れ
、
州
は
そ
れ
を
も
と
に
簿
籍
を
作
っ
た
。
ま
た
、
護
送
時
に
附
さ
れ
た
牒
に
は
、
罪

(
H
)
 

紋
と
随
行
の
家
属
、
財
物
の
明
細
お
よ
び
住
所
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
も
簿
籍
に
書
き
留
め
ら
れ
た
。
こ
れ
を
基
礎
資
料
と
し
て
、
そ
れ

(ロ
)

ぞ
れ
の
州
は
中
十
年
ご
と
に
「
編
配
人
編
珊
」
を
作
成
し
た
。
配
所
に
お
け
る
編
管
人
の
監
督

・
管
理
は
、
こ
れ
ら
の
簿
籍
類
を
も
と
に
し
て
行

わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
編
管
人
は
定
期
的
に
州
臆
に
出
頭
す
る
決
ま
り
に
な

っ
て
い
た
が
、
も
と
官
員
で
あ

っ
た
者
や
以
前
に
官
品
・
封
ロ
巴
を
有
し
た
婦
人

に
つ
い
て
は
、
現
在
住
ん
で
い
る
府
が
報
告
書
を
提
出
す
る
だ
け
で
済
ん
だ
。
定
期
的
に
州
鷹
ま
で
出
頭
す
る
義
務
は
、
す
べ
て
の
編
管
人
に
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封
し
て
課
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

( 

一、._/

編
管
の
適
用
封
象

編
管
を
官
員
に
針
す
る
刑
罰
と
す
る
説
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
漢
語
大
詞
典
』
は
「
編
管
」
の
語
を
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

{
木
代
、
官
吏
が
罪
を
得
る
と
、
遠
方
の
州
郡
に
追
放
さ
れ
、
そ
の
地
の
戸
籍
に
編
入
さ
れ
て
地
方
官
吏
の
監
督
を
受
け
た
。
こ
れ
を
「
編

管
」
と
い
う
。
こ
う
し
た
刑
罰
は
一
般
の
犯
罪
者
に
も
用
い
ら
れ
た
。
(
第
九
粉
、
九
五
一
頁
)

官
吏
を
庭
罰
す
る
た
め
の
刑
罰
が
、
時
と
し
て
一
般
の
犯
罪
者
に
も
用
い
ら
れ
た
と
は
、
此
一
一
か
附
に
落
ち
ぬ
説
明
で
あ
る
。
郭
東
旭
氏
は
「
宋

代
の
編
管
法
は
、
最
初
、

『命
官
犯
罪
嘗
配
隷
者
』
(
官
員
で
罪
を
犯
し
配
隷
す
べ
き
者
)
に
適
用
さ
れ
、

の
ち
に

『諸
罪
縁
坐
家
属
麿
編
管
者
』

(
凶
)

(
縁
坐
の
家
一廓
で
編
管
す
べ
き
者
)
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
あ
る
種
の
雑
犯
罪
に
も
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
述
べ
る
。
郭



氏
に
よ
れ
ば
、
編
管
と
は
、
犯
し
た
罪
の
軽
重
や
種
類
に
擦
っ
て
科
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
命
官
」
と
い
う
特
定
の
枇
舎
的
身
分
の
者
に
封

し
て
第
一
義
的
に
科
さ
れ
た
刑
罰
で
あ
っ
た
と
い
う
。
郭
氏
の
所
説
は
、
前
掲
の

『長
編
』
巻
入
、
乾
徳
五
年
二
月
僚
に
依
嫁
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
果
た
し
て
こ
の
説
は
安
嘗
で
あ
ろ
う
か
。

も
し
、
編
管
が
官
員
を
適
用
封
象
と
し
て
設
け
ら
れ
た
刑
罰
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
庶
民
の
犯
す
犯
罪
に
封
し
て
用
意
さ
れ
た
法
令
に
お
い
て
、

編
管
が
刑
罰
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

『候
法
事
類
」
に
は
こ
れ
に
反
す
る
例
が
い
く
つ
も
存
す
る
。

諸
て
銅
銭
を
勝
て
海
船
に
入
る
者
は
、
杖
八
十
。

一
貫
な
ら
ば
杖
一
百
、
三
貫
な
ら
ば
杖
一
百
、
五
百
里
に
編
管
す
。
五
貫
な
ら
ば
徒
一

年
、
従
者
は
杖
一
百
。
七
貫
な
ら
ば
徒
二
年
、
従
者
は
徒
一
年
。
十
貫
な
ら
ば
流
二
千
里
、
従
者
は
徒
三
年
。
(
巻
二
九
、
権
禁
門
、
銅
銭

下
海
、
衛
禁
救
)

諸
て
州
牒
の
吏
人
・
郷
書
手
、
税
租
を
摺
納
し
て
物
を
受
乞
す
る
者
は
、
受
乞
監
臨
罪
に
三
等
を
加
う
。
杖
罪
な
ら
ば
郷
州
に
編
管
し
、
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徒
以
上
は
本
州
に
配
す
。
(
巻
=
三
、
財
用
門
、
貼
磨
際
陥
、

芳
照
法、

戸
婚
救
)

諸
て
強
貰
買

・
質
借
投
託
の
類
、
人
の
財
物
を
取
ら
ば
、
杖
一
百
、
郷
州
に
編
管
す
。
再
び
犯
す
者
は
、
徒
二
年
、
赦
に
曾
う
と
い
え
ど

も
、
都
州
に
配
す
。
(
巻
八
O
、
雑
門
、
雑
犯
、
雑
救
)

庶
民
に
釘
し
て
編
管
を
科
す
る
詔
教
は
、
北
宋
前
中
十
か
ら
す
で
に
登
場
し
て
い
る
。

〔
天
聖
三
年
(
一

O
二
五
)
〕
十
月
、
開
封
府
吾
一
ヲ
ん
ら
く
。
百
姓
の
陳
文
政
及
び
妻
の
阿
宗
、
虎
翼
兵
士
の
妻
を
誘
い
て
傭
雇
し
銭
を
得
れ

ば
、
法
と
し
て
嘗
に
徒
一
年
中
十
た
る
べ
き
も
、
夫
妻
皆
な
隻
警
な
れ
ば
磨
に
原
す
べ
き
に
、
文
政
警
を
侍
み
て
悪
を
矯
せ
ば
、
乞
う
ら
く

は
外
州
に
迭
り
て
編
管
せ
ん
こ
と
を
。
今
よ
り
老
疾
決
を
任
さ
ざ
る
を
侍
み
て
、
故
ら
に
過
犯
を
作
し
、
情
と
し
て
恕
し
難
き
者
有
ら
ば
、

罪
を
勘
べ
て
取
旨
し
、
外
州
に
迭
り
て
編
管
せ
ら
れ
よ
、
と
。
奏
し
て
可
と
せ
ら
る
。
(
『宋
曾
要
』
刑
法
四
|
一一

一)

〔
天
聖
七
年
(
一

O
二
九
)
十
二
月
〕
丁
酉
、
詔
す
ら
く
。
河
北
に
て
屯
田
の
堰
岸
を
盗
決
す
る
者
は
、
盗
決
隈
防
律
に
従
い
、
再
び
犯
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す
者
は
河
南
州
軍
に
迭
り
て
編
管
せ
よ
、
と
。(『
長
編
』
巻一

O
八
)
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〔
景
祐
四
年

(一

O
三一
七
)
四
月
庚
午
〕

一帽
建
路
に
詔
す
ら
く
。
野
葛
を
以
て
人
を
毒
す
る
者
有
ら
ば
、
そ
の
家
を
嶺
北
に
徒
し
て
編
管

し
、
永
く
放
還
せ
ざ
れ
、
と
。
(
「長
編
」
巻

一一一

O
)

さ
ら
に
言
え
ば
、
史
書
に
見
え
る
最
初
の
編
管
例
は
、
官
員
で
は
な
く
庶
民
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。

〔大
中
鮮
符
八
年

(一

O
一
五
)
五
月
〕
甲
辰
、
妖
人
谷
陪
、
黙
面
し
て
唆
州
牢
城
に
配
し
、
赦
に
遇
う
も
還
さ
ず
。
新
重
条
は
汀
州
に
、

新
有
方
は
沙
門
島
に
〔
配
す
〕
。
の
お
詔
を
以
て
解
州
の
民
庶
を
議
し
て
、
今
よ
り
隠
の
術
を
停
習
す
る
を
得
る
こ
と
無
か
ら
し
む
。
隠、

先
に
罪
に
坐
し
て
解
州
に
編
管
せ
ら
れ
、
因
り
て
妖
術
を
用
い
て
衆
を
惑
わ
す
。
重
築
、
こ
れ
に
師
事
す
。
有
方
、
嘗
て
障
の
資
財
を
粕

取
す
る
こ
と
甚
だ
衆
し
。
是
に
至
り
て
、
御
史
に
付
し
鞠
劾
し
て
こ
れ
を
摘
す
。(『
長
編
』
各
八
四
)

以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
編
管
が
官
員
に
釘
し
て
用
意
さ
れ
た
庭
罰
で
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
編
管
と
は
、
官
員
で
あ
る
か

否
か
を
問
わ
ず
、
罪
人
を
簿
籍
に
附
け
、

そ
れ
に
基
づ
き
監
督
・
管
理
す
る
刑
罰
な
の
で
あ
る
。
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( 
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編
管
は
「
流
諦
」
か

次
に
、
「
流
諭
」
す
な
わ
ち
罪
人
を
遠
隔
地
に
強
制
移
動
す
る
こ
と
が
、

編
管
に
と

っ
て
必
須
の
要
素
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
検
討
し

た
い
と
思
う
。

前
述
の
如
く
、
「
編
管
」
の
語
義
そ
の
も
の
に
流
諭
に
結
び
つ
く
要
素
は
な
い
。
し
か
し
、
史
書
を
繕
け
ば
、
罪
人
を
遠
く
離
れ
た
土
地
に

迭
っ
て
編
管
す
る
事
例
を
数
多
く
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
『
係
法
事
類
』
に
も
、

一
定
の
距
離
を
隔
て
た
場
所
に
罪
人
を
押
迭
し
て
編

管
す
る
こ
と
を
定
め
た
候
文
が
存
す
る
。
罪
人
を
遠
隔
地
に
迭
っ
て
編
管
す
る
こ
と
じ
た
い
は
、

さ
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

で
は
、
こ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
編
管
は
「
流
調
」
で
あ
る
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
遠
隔
地
へ
の
強
制
移
動
は
、
編
管
の
本
質
な
の
で

あ
ろ
う
か
。

『
係
法
事
類
』
に
見
え
る
候
文
の
う
ち
、
罪
人
を
編
管
に
虚
す
る
と
定
め
た
も
の
に
つ
い
て
、
編
管
先
を
基
準
に
分
類
す
る
と
、
隣
州
へ
の



編
管
と
、
距
離
を
定
め
た
編
管
(
五
百
里
、

一
千
里
、
二
千
里
)
と
の
二
つ
に
大
別
で
き
る
。
後
者
の
場
合
、
そ
の
距
離
の
起
動
は
罪
人
の
「
住

家
(
軍
人
の
場
合
は
佐
管
)
之
所
」
で
あ
る
。

諸
て
編
配
、
地
里
を
計
る
者
は
、
住
家
の
所
を
以
て
し
、
諸
軍
は
住
替
の
所
を
以
て
し
、
各
お
の
里
数
を
過
ぐ
る
こ
と
三
百
里
な
る
を
得

ず
(
=
一
百
里
内
に
州
無
き
者
は
、
以
次
の
最
も
近
き
州
に
配
す
)
。
(
『
係
法
事
類
」
巻
七
五
、
刑
獄
門
、
編
配
流
役
、
断
獄
令
)

遠
悪
地
(
海
南
島
も
し
く
は
庚
南
路
の
特
定
の
州
・
軍
)
へ
の
編
管
を
定
め
た
候
文
は
『
係
法
事
類
』
に
見
え
ず
、

(
日
)

ほ
か
の
史
料
に
見
え
る
例
も
敷

(
日
)

は
多
く
な
い
。
俊
文
の
数
か
ら
言
え
ば
、
隣
州
へ
の
編
管
が
際
だ
っ
て
多
く
、
こ
れ
を
最
も
一
般
的
な
編
管
と
見
な
し
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
、

「
本
州
」
す
な
わ
ち
罪
人
の
現
住
地
の
州
へ
の
編
管
を
刑
罰
と
し
て
定
め
た
候
文
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
編
管
に
虚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
れ
ま
で
暮
ら
し
て
い
た
環
境
か
ら
罪
人
を
隔
離
し
て
監
覗
し
よ
う
と
い
う
傾
向
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
隣
州
へ
の
押
迭
を
「
流

調
」
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
く
し
に
は
む
し
ろ
、
「
移
郷
」
が
こ
れ
に
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
げ
)

移
郷
と
は
、
「
人
を
殺
し
て
死
刑
に
該
嘗
す
る
者
が
、
恩
赦
に
曾
っ
て
死
を
克
ぜ
ら
れ
た
と
き
に
科
さ
れ
る
特
別
慮
分
」
で
あ
る
。
具
龍
的

(
児
)

に
は
、
郷
里
を
起
黙
と
し
て
一
千
里
隔
た
っ
た
土
地
に
罪
人
を
強
制
的
に
移
住
さ
せ
、
そ
の
地
で
戸
籍
に
編
入
す
る
。
移
郷
の
目
的
は
復
讐
の
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防
止
に
あ
る
か
ら
、
適
用
さ
れ
る
状
況
は
も
と
よ
り
編
管
と
は
異
な
る
。
ま
た
移
郷
は
、
移
動
す
る
距
離
も
一
千
里
と
か
な
り
遠
い
け
れ
ど
も
、

『
係
法
事
類
』
に
見
え
る
比
罪
、
す
な
わ
ち
、
正
刑
と
閏
刑
の
換
算
法
を
定
め
た
候
文
に
お
い
て
、
編
管
と
移
郷
と
は
と
も
に
「
徒
一
年
」
に

比
さ
れ
て
お
り
(
巻
七
四
、
刑
獄
門
、
比
罪
、
名
例
救
)
、
同
等
の
刑
罰
と
見
な
し
得
る
。
ま
た
爾
者
に
は
、
罪
人
の
現
住
地
(
郷
里
)
を
起
勤
と

(
印
)

(

初

)

す
る
強
制
移
動
で
あ
る
こ
と
、
配
所
で
は
巌
重
に
監
視
さ
れ
て
お
り
、
逃
亡
し
た
場
合
は
慮
罰
さ
れ
た
こ
と
、
な
ど
の
共
通
勤
が
あ
る
。
さ
ら

に
、
居
作
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
爾
者
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
と
言
い
得
る
。
節
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

(
四
)

居

作

の

有

無

443 

滋
賀
氏
に
よ
れ
ば
、
編
管
は
居
作
を
伴
わ
ず
、

そ
れ
ゆ
え
「
明
清
時
代
の
流
刑
の
先
雌
を
な
す
」
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
次
に
掲
げ
る
史
料
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は
、
編
管
さ
れ
た
罪
人
が
勢
役
に
服
す
る
場
合
の
あ

っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

(
幻
)

諸
て
流
罪
を
犯
し
、
住
家
の
所
に
蹄
り
て
居
作
す
る
を
願
う
者
は
、
決
し
託
ら
ば
部
迭
す
。
若
し
磨
に
編
管
す
べ
き
者
は
、
編
管
の
所
に

お
い
て
役
す

(抑制
管
人
は
こ
れ
に
准
ず
)
。
(
『係
法
事
類
』
径
七
五
、
刑
獄
門
、
編
配
流
役
、
断
獄
令
)

こ
の
候
文
に
よ
れ
ば
、
流
罪
を
犯
し
て
編
管
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
者
は
、
配
所
に
て
居
作
に
服
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
。
折
杖
法
に
よ
り
、

流
刑
は
「
脊
杖
+
配
役
」
に
讃
み
替
え
て
執
行
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
編
管
が
附
加
さ
れ
た
場
合
、
通
常
は
審
判
を
受
け
た
州
で
行
な
う
べ
き
居

作
を
、
編
管
地
で
行
な
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
流
刑
に
伴
う
配
役
は
、
配
軍
が
附
加
さ
れ
た
場
合
、

諸
て
流
を
犯
し
摩
に
配
す
べ
き
、
及
び
婦
人
の
流
を
犯
す
者
は
、
並
び
に
脊
杖
二
十
を
決
し
、
居
作
を
克
ず
。
絵
は
本
法
に
依
る
。(『
係

法
一事組制
』忠
信
七
五
、
刑
獄
門
、
編
配
流
役
、
名
例
救
)

と
の
規
定
に
よ
り
克
除
さ
れ
る
が
、
編
管
の
場
合
に
は
そ
の
ま
ま
課
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
配
軍
と
は
異
な
り
、
編
菅
が
附
加
さ
れ
た
場
合
に
は
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居
作
が
克
除
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
移
郷
も
同
様
で
あ
る
。

諸
て
流
罪
を
犯
し
、
住
家
の
所
に
締
り
て
居
作
す
る
を
願
う
者
は
、
決
し
誌
ら
ば
部
迭
す
。
若
し
際
に
移
郷
す
べ
き
者
は
、
移
郷
の
所
に

お
い
て
役
す
。(『
係
法
事
類
」
を
七
五
、
刑
獄
門
、
移
郷
、
断
獄
令
)

死
罪
と
な
る
殺
人
犯
が
大
赦
に
よ
り
刑
を
克
除
さ
れ
る
と
き
に
、
復
讐
防
止
の
観
鮎
か
ら
移
郷
と
い
う
強
制
慮
分
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
先

に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
本
来
受
け
る
べ
き
刑
罰
(
死
刑
)
は
恩
赦
の
致
力
に
よ
っ
て
消
滅
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
勢
役

に
服
す
る
必
要
は
も
と
よ
り
無
い
。
と
こ
ろ
が
、
降
の
場
合
は
減
刑
に
と
ど
ま
る
た
め
、
事
情
が
違
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
本
来
の
死
刑
は

(
詑
)

流
三
千
里
に
減
じ
て
科
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
折
杖
法
に
よ
り
流
刑
は
「
脊
杖
+
配
役
一
年
」
に
讃
み
替
え
て
執
行
さ
れ
る
。
前
掲

の
候
文
は
、
こ
の
よ
う
な
ケ

l
ス
を
想
定
し
て
定
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
通
常
、
流
刑
に
よ
る
配
役
は
審
判
を
受
け
た
州
で
行
わ
れ
る
が
、

移
郷
の
場
合
は
郷
里
か
ら
一
千
里
離
れ
た
土
地
で
の
服
役
と
な
る
。
移
郷
じ
た
い
に
勢
役
が
随
伴
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
移
郷
と
な

っ
た
な

ら
ば
居
作
を
克
除
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
こ
と
が
こ
の
俊
文
か
ら
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



編
管
は
、
居
作
を
伴
わ
な
い
。
し
か
し
、
編
管
と
な
っ
た
者
が
居
作
に
服
す
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
編
管
が
附
加
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
主
刑
の
一
部
を
構
成
す
る
配
役
が
克
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
編
管
の
本
質
と
し
て
、
配
所

で
居
作
を
課
さ
れ
な
い
貼
を
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
は
遁
嘗
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
編
管
の
本
質
は
、
罪
人
を
「
簿
籍
に
附
け
て
監
督
管
理

す
る
」
こ
と
に
あ
る
。
編
管
と
な
っ
た
者
が
時
と
し
て
居
作
を
課
さ
れ
る
の
は
、
罪
人
を
郷
里
か
ら
隔
離
す
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
移
郷
が
、

配
所
で
の
勢
役
を
克
除
さ
れ
な
い
の
と
同
じ
こ
と
な
の
で
あ
る
。

(
五
)

刑

期

の

問

題

次
に
、
刑
期
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。
冒
頭
に
紹
介
し
た
滋
賀
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
編
管
を
含
む
「
編
配
は
い
ず
れ
も
無
期
刑
」
で
あ

る
と
い
、
っ
。

一
方
、
苗
書
梅
氏
は
「

一
般
に
、
(
編
管
さ
れ
て
か
ら
)
十
年
以
上
を
経
て
恩
赦
に
舎
え
ば
、
情
状
を
酌
量
し
て
穆
放
さ
れ
、
こ
れ

(
幻
)

一
定
の
官
資
に
絞
復
さ
れ
る
」
と
述
べ
、
有
期
刑
説
を
と
る
。
果
た
し
て
、
編
管
に
刑
期
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を
『
放
令
自
便
』
と
い
う
。
再
び
恩
赦
に
曾
え
ば
、

は
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
刑
期
が
有
る
と
し
て
、
そ
れ
は
苗
氏
の
説
く
よ
う
に
「
十
年
」
を
基
準
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
刑
期
の
有
無
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
次
の
史
料
か
ら
、
編
管
の
年
限
が
南
宋
時
代
の
法
令
に
明
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
り
う
る
。

〔
紹
配
…
〕
四
年
(
二
九
三
)
七
月
二
十
五
日
、
知
臨
安
府
衰
説
友
言
え
ら
く
。
奮
制
を
遵
承
し
た
る
に
、
凡
そ
盗
賊
累
犯
、
そ
の
人
祭

黙
に
し
て
制
し
難
け
れ
ば
、
巳
に
断
逐
を
輿
え
て
復
た
回
る
者
は
、
項
筒
し
て
永
遠
に
外
懸
案
借
に
拘
鎖
し
、
日
ご
と
に
糧
食
を
給
す
。
惟

み
る
に
是
れ
積
日
既
に
久
し
く
、
拘
囚
数
多
く
、
罪
固
よ
り
嫉
む
べ
き
も
、
情
と
し
て
亦
た
欄
れ
む
べ
し
。
在
法
、
鴇
管
・
編
管
に
は
各

げ
ん

お
の
年
限
有
り
。
蓋
し
未
だ
嘗
て
そ
の
身
を
終
わ
り
て
拘
囚
す
る
こ
と
あ
ら
ざ
る
な
り
。
乞
う
ら
く
は
、
本
府
見
に
項
筒
拘
鋲
を
行
な
う

の
人
を
勝
て
、
如
し
元
と
配
隷
に
係
る
者
な
ら
ば
、
即
ち
元
の
配
所
に
押
回
し
、
知
し
彊
祉
の
者
有
ら
ば
、
即
ち
己
承
の
指
揮
に
照
ら
し

て
、
屯
駐
軍
に
分
刺
す
る
を
奥
え
、
そ
の
め
隊
は
分
ち
て
本
府
郊
州
界
に
押
出
せ
ら
れ
よ
、
と
。
詔
し
て
臨
安
府
を
し
て
、
見
管
の
賊
人
を

日
ご
と
に
存
亡
を
具
し
て
、
植
密
院
に
申
せ
し
む
。
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将
て
、
各
お
の
人
を
差
し
管
押
し
て
外
州
軍
に
分
迭
せ
し
め
、
牢
固
に
拘
管
し
、
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「
在
法
」
が
い
つ
の
法
令
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
か
は
定
か
で
は
な

い
け
れ
ど
も
、

『清
明
集
』
な
ど
の
判
語
史
料
で
は
「
在
法
」
の
「
法
」

(
お
)

が
賞
時
の
救
や
令
を
指
す
こ
と
か
ら
推
測
し
て
、
こ
の
場
合
も
南
宋
時
代
の
い
ず
れ
か
の
法
令
に
採
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
さ
ら
に
次
の
史
料

も
、
編
管
の
年
限
に
つ
い
て
法
令
に
具
髄
的
な
定
め
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。

〔
元
祐
三
年

(一

O
八
八
)
二
月
〕

二
〔
街
字
か
]
十

一
日
、
詔
す
ら
く
。
感
て
刺
面
・
不
刺
函
の
配
本
城
・
牢
城
・
編
管
、
明
堂
の
赦

恩
を
経
る
も
放
つ
べ
か
ら
ざ
る
の
人
、
今
年
の
徳
音
己
前
の
年
月
を
通
じ
て
巳
に
格
令
に
及
び
、

そ
の
縁
坐
の
編
管
・
務
管
人
も
ま
た
通

じ
て
十
年
以
上
に
及
べ
ば
、
赦
に
依
り
て
移
放
す
る
を
聴
す
、
と
。(『
宋
曾
要
』
刑
法
四

三
O
)

「
今
年
の
徳
音
巳
前
の
年
月
を
通
じ
て
巳
に
格
令
に
及
び
」
と
は
、
編
管
等
の
底
分
を
受
け
て
か
ら
こ
の
た
び
の
徳
音
が
下
さ
れ
る
ま
で
の
年

月
を
通
算
し
て
法
令
に
定
め
る
年
限
に
達
す
れ
ば
、

の
意
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詔
救
は
、

か
か
る
僚
件
に
該
嘗
す
る
編
管
人
ら
に
つ
い
て
、
恩
赦

に
よ
り
量
移

・
放
克
す
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
、
思
赦
が
あ
れ
ば
編
管
人
は
個
別
の
審
査
を
経
て
、

量
移
も
し
く
は
務

(
幻
)

放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
放
克
さ
れ
る
編
管
人
に
は
、

八ム
恐
が
護
給
さ
れ
た
。

諸
て
編
管
・
精
管
人
、
感
に
放
つ
べ
き
者
は
、
八
ム
患
を
給
す
。(『
保
法
事
類
』
器
官
七
五
、

刑
獄
門
、
編
配
流
役
、
断
獄
令
)
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こ
れ
は
、
編
管
人
の
罪
が
ゆ
る
さ
れ
て
自
由
放
克
の
身
と
な

っ
た
こ
と
を
誼
明
す
る
書
類
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
編
管
人
は
郷
里
へ
の
蹄
還

を
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
終
身
に
わ
た
り
郷
里

へ
の
蹄
還
を
許
さ
れ
な

い
縁
坐
編
管
人
は
、
編
管
さ
れ
て
六
年
後
に
配
所
に
て
戸
籍
に
附
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ

て
い
た
。

諸
て
縁
坐
の
編
管

・
務
管
人
、
永
く
放
還
せ
ざ
る
者
は
、
編
管

・
署
管
の
庭
に
て
、
六
年
に
及
べ
ば
公
患
を
給
し
、
戸
口
の
例
に
従
い
て

籍
に
附
す
。
他
州
に
お

い
て
籍
に
附
さ
る
る
を
願
う
者
は
牒
迭
を
許
す
。
の
お
願
者
・
郷
人
を
費
し
て
、
常
に
所
在
を
知
ら
し
め
、
官
司

は
追
援
呈
集
す
る
を
得
ず
。
故
有
り
て
他
州
に
往
か
ん
と
欲
す
る
者
は
、
官
に
告
し
近
限
を
量
給
し
て
往
く
を
聴
す
。
即
ち
本
貫
に
相
郷

し
及
び
近
遣
の
州
に
牒
迭
し
及
び
往
く
を
得
ず
。
恩
に
遇
、
つ
も
亦
た
移
放
す
る
を
得
ず
。
縁
坐
人
亡
残
す
れ
ば
、
家
属
は
便
に
従
う
を
聴



す
。
(
『
係
法
事
類
』
巻
七
五
、
刑
獄
門
、
編
配
流
役
、
戸
令
。
原
注
は
省
略
)

公
患
が
護
給
さ
れ
る
の
は
、

一
般
の
編
管
人
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
罪
人
と
し
て
で
は
な
く
、
罪
無
き
民
と
し
て
戸
籍

に
附
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
希
望
す
れ
ば
配
所
以
外
の
地
で
の
附
籍
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
際
に
宮
司
で
は
な
く
願
書
や
隣
人
に
よ
る
監
覗
が
言
明

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
誼
し
と
な
ろ
う
。
本
貫
地
の
近
隣
州
や
遺
境
附
近
の
州
に
移
住
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
心
の
動

揺
を
避
け
る
た
め
の
措
置
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
戸
令
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
恩
赦
に
よ
っ
て
縁
坐
編
管
人
に
移
放
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
が
賓
際
に
は
あ
っ
た
。
前
掲
の
元
祐
三
年
二
月
の
詔
敷
に
お
い
て
、
十
年
以
上
と
い
う
限
定
を
附
し
な
が
ら
も
縁
坐
編
管
人
に
釘
し
て
量

(
お
)

移
・
放
還
を
許
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。

さ
て
、
縁
坐
な
ど
特
別
な
理
由
で
編
管
さ
れ
た
者
が
六
年
で
罪
を
宥
さ
れ
て
附
籍
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
一
般
の
編
管
人
の
刑

期
は
六
年
と
見
る
の
が
安
嘗
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
の
史
料
は
、
南
宋
初
年
に
お
い
て
編
管
の
刑
期
が
六
年
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
の
よ

紹
興
元
年
(

一
三
一
)
正
月
一
日
、
徳
音
。
(
中
略
)
編
配
諸
色
人
は
、
特
に
三
年
を
減
ず
る
を
輿
え
、
三
歳
を
ば
理
え
て
棟
放
の
年
限
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う
に
思
わ
れ
る
。

と
鴛
せ
。
(
下
略
)
(
『宋
舎
要
』
刑
法
四
|
四
一
一
)

編
管
人
を
含
む
「
編
配
諸
色
人
」
に
つ
い
て
、
刑
期
か
ら
特
に
三
年
を
減
じ
た
上
で
三
歳
を
経
過
す
れ
ば
放
還
さ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、

(
mU
)
 

編
管
の
本
来
の
刑
期
は
六
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
次
の
史
料
も
、
編
管
の
刑
期
が
六
年
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

在
法
、
己
に
成
婚
し
て
移
郷

・
編
管
せ
ら
る
れ
ば
、
そ
の
妻
、
離
を
願
う
者
は
聴
す
。
夫
、
出
外
し
て
三
年
婦
ら
ざ
れ
ば
、
亦
た
改
嫁
を

む
す
め

聴
す
。
今
、
卓

一
之
の
女
五
姐
、
元
と
林
幸
仲
に
嫁
す
。
績
い
て
後
ち
に
林
幸
伸
は
事
に
因
り
て
編
管
せ
ら
れ
、
市
し
て
六
年
並
び
に

通
問
せ
ず
。
こ
れ
を
法
に
撲
る
に
、
自
ら
合
に
離
婚
す
べ
し
。
(
後
略
)
(
『清
明
集
』
巻
九
、
戸
婚
門
、
離
婚
、
巴
成
婚
而
夫
離
郷
編
管
者
聴
離
)
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夫
の
林
幸
仲
は
罪
を
犯
し
て
編
管
さ
れ
、
六
年
間
音
信
不
遇
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
判
の
書
き
手
は
、
胃
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
移
郷
人
・
編

(
初
)

管
人
の
離
婚
に
閲
す
る
俊
文
と
、
夫
が
出
外
し
て
三
年
が
過
ぎ
た
場
合
に
改
嫁
を
認
め
る
規
定
と
を
、
離
婚
認
定
の
根
擦
と
し
て
い
る
。
長
期



448 

に
わ
た
り
夫
か
ら
委
に
連
絡
の
無
か

っ
た
理
由
が
、
編
管
に
よ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
林
幸
仲
は
編
管
さ
れ
て
い
た
た
め
に
六
年
の
あ
い

だ
配
所
を
離
れ
ら
れ
な
か

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
次
の
記
事
も
、
編
管
人
が
六
年
間
配
所
に
留
め
置
か
れ
た
こ
と
を
示
す
よ
う
に
思
わ
れ

る。
酋
目
輔
、
字
は
載
徳
、
南
創
州
の
人
な
り
。
進
士
に
第
す
。
政
和
二
年
、
通
仕
郎
を
以
て
詞
皐
粂
茂
科
に
中
り
、
秘
書
省
正
字
を
歴
す
。

(中
略
)
退
き
て
、
罪
を
家
に
待
つ
。
〔
王
〕
縮
奏
し
て
重
だ
し
く
は
輔
を
責
め
ざ
れ
ば
、
以
て
浮
言
を
息
む
る
こ
と
無
く
、
還
に
榔
州

に
編
管
せ
ら
る
。
輔
持
た
必
ず
罪
を
獲
る
を
知
る
と
言
い
、
子
の
紳
を
召
し
て
来
ら
し
め
、
付
す
る
に
家
事
を
以
て
し
、
週
ち
戸
を
閉
じ

て
草
疏
す
。
(
中
略
)
榔
に
慮
る
こ
と
六
年
、
櫛
の
骨
回
国
す
れ
ば
移
る
を
得
ず
、

輔
も
亦
た
恰
然
と
し
て
意
に
介
せ
ず
。
靖
康
元
年
、
召

さ
れ
て
監
察
御
史
と
篤
り
、
守
殿
中
侍
御
史
と
な
り
、
左
諌
議
大
夫
・
御
史
中
丞
に
除
せ
ら
る
。
(
「
宋
史
』
忠
信
三
五
二
、
曹
輔
傍
)

苗
田
輔
が
編
管
さ
れ
た
の
は
、
宣
和
元
年

(

二

九
)
十
二
月
で
あ
る
か
ら

(「宋
史
」
を
二
二
、
徽
宗
本
紀
)、
王
縮
の
失
脚
す
る
靖
康
元
年

(一

一二
六
)
正
月
ま
で
の
ほ
ぼ
六
年
間
、
酋
日
輔
は
確
か
に
編
管
人
と
し
て
配
所
に
い
た
こ
と
に
な
る
。
編
管
さ
れ
て
六
年
を
経
過
し
た
時
に
、

た
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ま
た
ま
王
拙
酬
が
失
脚
し
た
と
い
う
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
宣
和
年
聞
に
幾
度
も
大
赦
が
琵
布
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
編

管
の
ま
ま
で
あ
っ
た
者
が
、
六
年
後
に
放
還

・
叙
任
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

こ
の
よ
う
に
、
遅
く
と
も
北
宋
末
か
ら
南
宋
初
め
の
頃
ま
で
に
は
、
編
管
は
六
年
を
刑
期
と
す
る
こ
と
が
制
度
化
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

配

流

と

編

管

( 

、ーノ

遠
隔
地
へ
の
編
管

前
章
で
は
、

「流
諦
」
す
な
わ
ち
遠
隔
地
へ
の
強
制
移
動
が
編
管
の
本
質
を
な
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
編
管
は
官
員
を
虚
罰
す
る
た
め
に



特
別
に
設
け
ら
れ
た
刑
罰
で
は
な
い
こ
と
、
編
管
じ
た
い
に
居
作
は
伴
わ
な
い
け
れ
ど
も
編
管
人
が
配
所
で
労
役
に
服
す
る
場
合
も
あ
っ
た
こ

と
、
編
管
の
刑
期
は
六
年
で
あ
っ
た
こ
と
、
な
ど
を
論
詰
し
た
。
通
説
に
お
い
て
あ
た
か
も
自
明
の
如
く
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、
必
ず
し
も

そ
の
通
り
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
通
説
が
編
管
を
「
流
諦
」
と
と
ら
え
た
理
由
に
も
思
い
を
い
た
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。
試
み
に
『
長
編
』
『
宋
曾
要
』
を
繕
け
ば
、

仁
宗
朝
あ
た
り
か
ら
僻
地
・
遠
隔
地
に
罪
人
を
押
迭
し
て
編
管
す
る
賓
例
が
ま
ま
見
ら
れ
、
遠
隔
地
へ
の
編
管
を
刑
罰
と
し
て
定
め
た
詔
救
も

(
幻
)

英
宗
朝
に
は
登
場
す
る
。
刑
罰
と
し
て
史
書
に
現
わ
れ
て
か
ら
間
も
な
く
、
遠
隔
地
に
強
制
移
動
さ
せ
る
と
い
う
要
素
が
編
管
に
加
わ
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
配
軍
の
た
ど
っ
た
経
過
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
本
来
、
罪
人
を
府
軍
に
編
入
し
て
監
督
・
役
使
す
る
刑
罰
で

あ
っ
た
配
軍
は
、
特
に
凶
悪
犯
に
つ
い
て
、
治
安
維
持
と
懲
戒
強
化
の
観
酷
か
ら
、
郷
里
か
ら
遠
く
離
れ
た
土
地
の
部
隊
を
指
定
し
て
、
透
る
よ

(
詑
)

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
編
管
が
こ
の
よ
う
な
要
素
を
帯
び
て
い
っ
た
具
瞳
的
な
経
緯
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
明
ら
か
に
し
得
な
い
け
れ
ど
も
、

結
果
と
し
て
、
編
管
に
は
、
強
制
移
動
さ
せ
ら
れ
る
距
離
と
地
方
に
擦
っ
て
、

い
く
つ
も
の
等
級
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
最
も
軽
い
「
都

45 

州
編
管
」
か
ら
「
二
千
里
編
管
」
「
遠
悪
州
軍
編
管
」
ま
で
、
犯
し
た
罪
の
軽
重
に
鷹
じ
て
配
所
が
異
な
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

'" 
、、./

配

流

と

編

管

こ
の
よ
う
に
、
編
管
が
あ
た
か
も
唐
律
の
流
刑
の
ご
と
き
様
相
を
呈
し
て
く
る
と
、
唐
代
か
ら
一
貫
し
て
行
な
わ
れ
て
き
た
配
流
と
の
境
界

が
、
か
な
り
暖
味
に
な
っ
て
く
る
。

配
流
は
、
皇
帝
の
判
断
に
基
づ
き
科
さ
れ
る
刑
罰
で
あ
る
が
、
刑
罰
執
行
の
賓
際
は
、
律
の
流
刑
と
原
則
と
し
て
同
じ
で
あ
る
。
唐
律
の
規

定
に
擦
れ
ば
、
流
刑
は
配
所
で
の
居
作
に
所
定
の
期
間
だ
け
服
役
し
た
の
ち
、
「
戸
口
の
例
に
従
っ
て
」
そ
の
地
で
戸
籍
に
附
さ
れ
謀
役
を
負

(
お
)

一
般
人
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
賓
際
に
は
、
恩
赦
に
よ
り
郷
里
に
蹄
還
を
許
さ
れ
る
こ
と
が
珍

播
す
る
な
ど
、
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し
く
な
く
、
九
世
紀
前
半
に
制
定
さ
れ
た
「
開
成
格
」
で
は
、
長
く
と
も
六
年
が
経
て
ば
、
流
入
を
郷
里
に
蹄
還
さ
せ
る
と
い
う
俊
文
が
盛
り
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込
ま
れ
、

「刑
統
』
も
こ
れ
に
準
捺
し
て
い
る
。

ゐ

ら

唐

・
開
成
四
年
十
月
五
日
数
節
文
に
准
る
に
、
今
よ
り
以
後
、
感
是
ゆ
る
流
入
は
六
載
満
つ
る
の
日
に
放
腸
せ
し
む
、
と
あ
り
。
(
『
刑

統
』
中哲
三一
、
名
例
律
)

か
く
し
て
、
流
刑
は
、
思
赦
が
な
く
と
も
最
長
で
六
年
間
の
有
期
追
放
刑
と
な
っ
た
。
配
流
も
、
特
別
の
指
示
が
な
い
限
り
、

お
お
む
ね
こ
れ

に
従
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
係
文
の
上
で
も
、
配
流
さ
れ
た
罪
人
が
配
所
で
戸
籍
に
附
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
編
管
と
配
流
と
は
、
長
く
と
も
六
年
の
問
、
罪
人
を
配
所
に
留
め
置
く
黙
に
お
い
て
共
通
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

宋
代
に
行
わ
れ
た
配
流
に
は
、
刺
面
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
な
い
も
の
の
二
種
類
が
あ
り
、
不
刺
面
配
流
は
唐
代
の
配
流
刑
の
流
れ
を
汲
む
も

(
訓
)

の
で
あ
る
。
ま
た
、
官
員
が
配
流
さ
れ
る
場
合
に
除
名
を
伴
う
こ
と
は
、

『刑
統
』
に
明
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
(
巻
て
名
例
律
)。

除
名
さ
れ
た
者
は
、
六
載
の
後
に
再
紋
任
を
許
さ
れ
た
の
で
、
配
流
さ
れ
た
時
の
詔
救
に
「
終
身
不
歯
」
「
永
不
枚
位
以
」
等
の
文
言
が
無
い
限

り
、
そ
の
時
勃
で
仕
官
を
理
由
に
配
所
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
不
刺
面
配
流
は
、
配
所
に
お
け
る
扱
い
の
黙
で
、
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除
名
の
う
え
編
管
さ
れ
た
場
合
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

あ
る
者
が
編
管
さ
れ
た
こ
と
を
言
、
っ
と
き
、
史
書
に
は
「
迭
某
州
編
管
」
も
し
く
は
「
配
某
州
編
管
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
次
の
例

の
よ
う
に
、
配
所
と
な
る
州
が
僻
地
で
あ
れ
ば
、
感
覚
と
し
て
そ
れ
は
「
配
流
」
に
近
い
も
の
と
な
ろ
う
。

〔
天
聖
九
年
五
月
〕
己
巳
、
秘
書
丞

・
知
陳
留
豚
王
沖
を
雷
州
に
配
し
て
編
管
す
。
初
め
、
内
臣
羅
崇
動
、
勝
に
就
き
て
官
回
を
請
す
る

も
得
ず
、
皇
城
卒
を
し
て
沖
の
物
を
市
し
て
剰
利
有
る
事
を
虚
告
せ
し
む
。
太
后
、
山
宗
動
を
し
て
劾
せ
し
む
る
に
、
沖
は
自
明
す
る
こ
と

能
わ
ず
、
故
に
こ
れ
を
重
摘
す
。(『
長
編
』
巻

二

O
)

さ
ら
に
、
沙
門
島
に
迭
ら
れ
た
罪
人
を
編
管
し
た
例
が
存
在
す
る
。
言
、
つ
ま
で
も
な
く
沙
門
島
は
、
北
宋
時
代
に
お
け
る
も

っ
と
も
苛
酷
な
配

流
地
で
あ
る
。

幼
老
春
秋
に
日
く
。
奈
京
、
字
は
元
長
、
興
化
軍
の
人
な
り
。
(
中
略
)
政
和
三
年
(
一
二

三
)
、
復
た
詔
し
て
京
を
太
師
に
奔
し
、

省



の
事
を
領
せ
し
む
。
察
京
陰
か
に
壊
園
の
計
を
矯
し
、
察
崇
と
逆
謀
し
、
陳
瑳
の
子
正
案
の
矯
に
来
告
せ
ら
る
。
京
怒
り
、
正
案
を
沙
門

島
に
迭
り
編
管
し
、
瑳
も
亦
た
責
め
て
通
州
〔
原
作
「
通
判
」
〕
に
居
住
せ
し
む
。
(
後
略
)
(
『
三
朝
北
盟
曾
編
』
巻
四
九
、
靖
康
中
帳
、
靖
康

元
年
七
月
二
十
一
日
)

書
で
あ
る
。
但
し
、
他
の
史
料
か
ら
陳
正
案
が
沙
門
島
に
配
流
さ
れ
た
の
は
大
観
四
年
(
一

「
幼
老
春
秋
」
は
、
尤
表
『
遼
書
堂
書
目
」
の
「
本
朝
雑
史
」
の
項
に
そ
の
名
が
見
え
、
『
三
朝
北
盟
曾
編
』
に
は
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
供

二
O
)
の
こ
と
と
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
「
幼
老
春

秋
」
の
繋
年
に
は
問
題
が
あ
る
。
加
え
て
、
沙
門
島
に
て
罪
人
を
「
編
管
」
し
た
と
明
記
す
る
史
料
は
、
こ
れ
以
外
に
見
い
だ
せ
な
い
。

で
は
、
不
刺
面
配
流
と
編
管
と
は
同
じ
刑
罰
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
「
配
流
編
管
」
と
い
う
文
言
で
あ
る
。
例
を
奉

げ
よ
、
っ
。〔

天
聖
二
年
(
一

O
二
四
)
〕
十
一
月
十
三
日
、
南
郊
赦
書
。
(
中
略
)
行
軍
司
馬
・
上
佐
官
・
司
士
・
文
撃
参
軍
は
、
刑
部
、
元
犯
を
勘
曾
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し
て
以
聞
せ
よ
。
配
流
編
管
人
は
元
犯
を
具
し
て
奏
聞
し
、
己
に
恩
を
経
て
逐
便
に
放
た
る
る
者
は
、
刑
部
に
お
い
て
投
賦
せ
よ
。
(
『宋

曾
要
』
職
官
七
六
|
九
)

ま
ず
、
こ
の
「
配
流
編
管
人
」
が
「
配
流
入
と
編
管
人
」
を
意
味
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
く
。
『
長
編
』
『
宋
曾
要
』
な
ど
に
残
る

宋
代
の
赦
書
の
文
言
を
集
め
、
個
別
の
恩
赦
が
罪
人
に
及
ぼ
す
恩
恵
を
比
べ
て
み
る
と
、
配
流
入
と
編
管
人
の
あ
い
だ
で
、
そ
の
慮
遇
が
一
様

で
な
い
こ
と
に
気
が
つ
く
。
す
な
わ
ち
多
く
の
場
合
、
恩
赦
に
よ
っ
て
、
「
配
流
人
」
は
郷
里
へ
の
蹄
還
が
許
さ
れ
、
前
章
で
取
り
上
げ
た

「
街
前
編
管
人
」
に
は
赴
関
投
拭
が
認
め
ら
れ
る
。
行
軍
司
馬
以
下
の
諸
官
は
街
前
編
管
人
と
一
括
り
に
し
て
扱
わ
れ
る
の
が
、
こ
の
時
期
の

(
お
)

赦
書
に
お
け
る
通
例
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
南
郊
赦
書
で
は
行
軍
司
馬
以
下
に
つ
い
て
は
刑
部
に
よ
り
勘
舎
が
行
わ
れ
る
の
に
釘
し
、

「
配
流
編
管
人
」
に
は
「
元
犯
を
具
し
て
奏
聞
」
す
る
に
と
ど
ま
り
、
爾
者
は
、
歴
然
と
直
別
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

「
配
流
編
管
」
は
さ
き
の
「
街
前
編
管
」
と
は
別
の
範
轄
の
罪
人
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
街
前
編
管
人
と
は
「
街
前
に
迭
ら
れ
、
そ
こ
で
編
管
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さ
れ
る
者
」
を
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、
配
流
編
管
人
は
「
某
所
に
配
流
さ
れ
て
、
そ
こ
で
編
管
さ
れ
る
者
」
と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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す
な
わ
ち
、
「
配
流
編
管
」
と
は
、
配
流
と
編
管
の
併
科
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

次
掲
の

『
長
編
』
に
見
え
る
「
配
流
編
管
人
」
は
、

明
ら
か
に

一
人
の
罪
人
を
指
し
て
い
る
。

〔
配
…
寧
十
年

(一

O
七
七
)
八
月
〕
壬
午
、
監
察
御
史
裏
行
黄
廉
を
遣
わ
し
て
前
知
慶
州
沼
純
仁
を
寧
州
に
鞠
せ
し
む
。
永
興
軍
路
鈴
轄

科
古
、
「
(中
略
)
嘗
て
配
流
編
管
人
の
選
布
ら
、
防
迭
せ
ら
れ
て
慶
州
を
過
ぎ
り
、
還
に
寧
州
に
留
住
し
て
獄
を
置
く
。
市
る
に
知
寧
州

史
籍
は
乃
ち
純
仁
の
累
し
ば
曾
て
薦
翠
せ
し
者
な
れ
ば
、
必
ず
恐
ら
く
は
別
に
謹
陥
を
致
さ
ん
」
と
言
う
を
以
て
、
故
に
廉
に
命
じ
て
勘

賓
せ
し
む
。
廉
も
亦
た
常
に
純
仁
の
薦
僻
を
被
れ
ば
、
乃
ち
御
史
彰
汝
磁
を
遣
わ
す
も
、
又
た
母
老
を
以
て
辞
し
、
御
史
蓋
推
直
官
遼
寧

(

竹

山

)

の源開
如
晦
を
以
て
こ
れ
に
代
わ
ら
し
む
。(『
長
編
』
巻
二
八
四
)

遁
布
と
い
う
名
の
罪
人
が
ど
こ
に
配
流
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
嘗
時
の
配
流
の
執
行
状
況
か
ら
推
測
し
て
、

お

そ
ら
く
、
海
島

(沙
門
島
)
や
慶
南
の
遠
悪
州
軍
に
迭
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

前
掲
の
「
幼
老
春
秋
」
の
記
事
は
、
沙
門
島
に
押
迭
し
た
罪
人
を
配
所
に
て
「
編
管
」
す
る
こ
と
を
言

っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
別
の
史
料
で
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は
こ
れ
を
「
鼠
海
島
」
「
流
沙
門
島
」
と
記
し
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
、

こ
れ
も
「
配
流
編
管
」
の
事
例
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
陳
正
案
の
よ

う
に
も
と
官
員
で
あ

っ
た
者
が
不
刺
面
配
流
と
な
っ
た
場
合
、
除
名
に
よ
り

一
切
の
官
爵
を
剥
奪
さ
れ
る
が
、
配
所
で
の
勢
役
は
克
除
さ
れ
る
。

「
編
管
」
が
併
科
さ
れ
た
の
は
、

い
わ
ゆ
る
政
治
犯
で
あ
っ
た
陳
正
案
を
配
所
に
て
巌
重
に
監
督

・
管
理
す
る
必
要
か
ら
で
あ
ろ
う
。

朱
喜
…は
唐
律
の
流
刑
の
こ
と
を
説
明
し
て
「
今
の
白
面
編
管
」
、
す
な
わ
ち

「顔
に
入
れ
墨
を
し
な
い
編
管
」
に
な
ぞ
ら
え
た
。
こ
の
こ
と

は
、
編
管
が
南
宋
時
代
の
人
々
に
よ
っ
て
僻
遠
の
地
に
罪
人
を
追
い
や
る
刑
罰
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
通
説
も
ま
た
、
編
管
を

「
流
諦
」
と
説
明
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
朱
裏
の
謹
言
の
重
心
は
、
「
律
軽
而
救
重
」
、
す
な
わ
ち
律
の

流
刑
に
比
べ
て
教
に
よ
る
刺
配

(刺
面
配
軍
)
が
重
刑
で
あ
る
黙
に
置
か
れ
て
い
る
。
刺
面
の
有
無
こ
そ
が
爾
者
の
軽
重
を
決
定
づ
け
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
移
動
の
匝
離
は
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
編
管
の
特
徴
の
う
ち
朱
喜
…
が
類
似
性
を
感
じ
た
の
は
、
顔
に
入
れ
墨
を
施

さ
な
い
こ
と
と
、
配
所
で
の
罪
人
の
扱
い
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
律
の
規
定
に
よ
り
配
所
で
の
勢
役
が
原
則
と
し
て
克
除
さ
れ



る
官
員
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
爾
者
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
刑
罰
と
感
じ
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
編
管
と
は
「
簿
籍
に
附
け
て
罪
人
を
監
督
・
管
理
す
る
」
刑
罰
で
あ
っ
て
、
遠
隔
地
へ
の
強
制
移
動
は
そ
の
本
質
を

な
す
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
六
年
間
と
い
う
刑
期
も
あ
る
。
通
常
の
不
刺
面
配
流
と
て
六
年
を
刑
期
と
す
る
貼
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
ち

ら
は
罪
人
を
僻
遠
の
地
に
放
逐
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
た
刑
罰
で
あ
る
。
罪
人
を
配
所
に
終
身
に
わ
た

っ
て
留
置
す
る
配
流
を

「
長
流
」

(
ぬ
)

と
い
う
が
、
こ
の
場
合
は
ふ
?
っ
、
恩
赦
に
曾
っ
て
も
蹄
還
を
許
さ
な
い
こ
と
が
詔
敷
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
配
流
と
編
管
は
、
賓
態
に
お
い

て
か
な
り
の
程
度
類
似
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
刑
罰
と
し
て
は
や
は
り
匝
別
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

お

わ

り

以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
を
、

い
ま
一
度
要
約
し
て
お
く
。

- 49-

「
編
管
」
と
は
、
「
簿
籍
に
附
し
て
、
監
督
・
管
理
す
る
刑
罰
」
で
あ
る
。
軍
隊
の
よ
う
な
組
織
に
編
入
し
て
罪
人
を
物
理
的
に
拘
束
す
る

の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
帳
簿
の
上
で
管
理
す
る
貼
に
特
徴
が
あ
る
。
定
期
的
な
出
頭
義
務
は
、
す
べ
て
の
編
管
人
に
義
務
づ
け
ら
れ
た
も

の
で
は
な
い
。

編
管
は
、
特
定
の
枇
曾
階
層
に
封
し
て
設
け
ら
れ
た
刑
罰
で
は
な
い
。
史
書
に
見
え
る
編
管
の
賓
例
か
ら
言
え
ば
、
確
か
に
官
員
が
多
い
け

れ
ど
も
、
そ
れ
は
史
書
に
記
載
さ
れ
る
記
事
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
問
題
と
し
て
、
別
の
次
元
で
考
え
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。

流
調
、
す
な
わ
ち
遠
隔
地
へ
の
強
制
移
動
は
、
編
管
の
本
質
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。
罪
人
を
郷
里
か
ら
強
制
的
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
が
、

編
管
と
い
う
刑
罰
の
根
幹
の
一
部
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
移
動
先
は
必
ず
し
も
遠
隔
地
や
僻
地
と
は
限
ら
な
い
。
事
賓
、
編

管
の
う
ち
で
『
候
法
事
類
』
等
に
お
い
て
最
も
頻
繁
に
現
わ
れ
る
の
は
、
隣
州
へ
の
編
管
で
あ
る
。
遠
隔
地
へ
の
編
管
は
、
刑
罰
と
し
て
の
等

級
を
設
け
る
た
め
に
、

二
次
的
に
生
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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編
管
と
居
作
の
有
無
と
は
、
本
質
的
に
関
係
し
な
い
。
律
(
刑
統
)
の
流
刑
に
編
管
が
併
科
さ
れ
た
場
合
、
折
杖
法
に
よ
る
讃
み
替
え
の
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「
脊
杖
」
「
配
役
」
と
も
に
執
行
さ
れ
る
。
こ
の
結
、
配
軍
が
併
科
さ
れ
た
場
合
に
「
配
役
」
が
克
除
さ
れ
る
の
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

編
管
は

「
無
期
刑
」

で
は
な
い
。
通
常
の
編
管
の
場
合

恩
赦
で
量
移
・
放
還
さ
れ
な
い
場
合
で
も
、
六
年
の
刑
期
を
満
た
せ
ば
郷
里
へ

の
蹄
還
が
許
さ
れ
る
。
縁
坐
に
よ
る
編
管
の
場
合

郷
里
へ
の
蹄
還
は
認
め
ら
れ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
が

そ
の
場
合
で
も
六
年
を
過
ぎ
れ

ば
官
司
に
よ
る
巌
し
い
監
視
か
ら
は
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て

編
管
の
状
態
が
無
期
限
に
縫
綾
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

配
流
と
編
管
の
関
係
に
つ
い
て
。
刑
罰
と
し
て
の
あ
り
方
は
雨
者
に
共
通
す
る
黙
が
い
く

つ
か
あ
り

特
に
遠
隔
地
へ
の
編
管
は
、
賓
態
と

し
て
配
流
刑
に
似
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
編
管
を
「
流
」
「
鼠
」
な
ど
と
言
い
換
え
る
史
料
も
数
多
く
存
在
す
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
雨

者
が
同

一
の
刑
罰
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
「
配
流
編
管
人
」
と
は
、
配
流
と
編
管
と
の
併
科
、
す
な
わ
ち
、
「
配
流
」
さ
れ
た
土
地
で

「
編
管
」
さ
れ
る
者
を
言
う
の
で
あ
る
。

宋
代
は
中
閤
刑
罰
史
上
の
大
き
な
縛
換
期
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
と
ま
っ
た
制
度
史
的
記
遮
に
乏
し
か

っ
た
た
め
、

そ
れ
ぞ
れ
の
刑

ハU

罰
が
い
か
な
る
内
容
を
も
つ
の
か
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
正
確
に
理
解
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
憾
み
が
あ
る
。
小
論
が
宋
代
刑
罰
制
度

の
解
明
に
い
か
ほ
ど
の
貢
献
を
な
し
え
た
か
、
甚
だ
心
許
な
い
の
で
あ
る
が
、
今
後
の
研
究
の

一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

〔略
裕

一
党
〕

「長
編
』H
『綴
資
治
通
鑑
長
編
』
(
中
華
書
局
本
)、
『宋
曾
要
」
H

『宋
舎
要
輯
稿
』、
『
係
法
事
類
』H
『慶
元
係
法
事
類
』
(
古
典
研
究
合
本
)、
『清
明
集
』H
『名

公
害
剣
清
明
集
』
(
中
華
書
局
本
)、
『刑
統
」
H

「
宋
刑
統
』
(
中
華
書
局
本
)。

な
お
、
便
宜
上
、
史
料
中
の
漠
数
字
は
小
字
に
統

一
し
た
。

註(
l
)

拙
稿
「
宋
初
の
配
流
と
配
軍
」

(『
東
洋
史
研
究
』
五
一一一一一
、
一

九
九
三
年
)、
同
「
北
宋
「
配
線
』
柄
拘
議
」
(
『
滋
賀
啓
科
大
挙
基
礎

向
学
研
究
』
五
、
一
九
九
四
年
)、
阿
「
杖
刑
と
死
刑
の
あ
い
だ
|

|

宋
代
に
お
け
る
追
放
刑

・
労
役
刑
の
展
開
|
|
」
(
梅
原
郁
編

『前

近
代
中
園
の
刑
罰
』
京
都
大
祭
人
文
科
撃
研
究
所
、

収
)
。

(2
)

滋
賀
秀
一二
「
刑
罰
の
歴
史
l

|
東
洋
|

|
」
(荘
子
邦
雄

・
大
塚

仁

・
平
松
義
郎
編
『
刑
罰
の
理
論
と
現
貧
』
岩
波
書
居
、
一
九
七
二

一
九
九
六
年
所
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年
所
牧
)
一

O
二
l
一
O
四
頁
。

(
3
)

沈
家
本
『
歴
代
刑
法
考
』
(
中
華
書
局
、

考
九
、
編
管
。

(
4
)

郭
東
旭
『
宋
代
法
制
研
究
(
第
二
版
)
」
(
河
北
大
拳
出
版
社
、
二

0
0
0年
)
二

O
八
頁
。

(
5
)

梅
原
郁
「
刑
は
大
夫
に
上
ら
ず
|
|
宋
代
官
員
の
喜
創

l
l」

(
『
東
方
撃
報
」
京
都
六
七
、
一
九
九
五
年
)
二
六
四
頁
。
こ
の
他
、

た
と
え
ば
マ
ク
ナ
イ
ト
氏
は
、
編
管
を

E
『
ぬ
四

E
R
E
n
o
Z『
o-3
と

議
す
。
切
口
白
口
開
玄

nr白
戸

mzu
ド
白
尽
き
札
。
よ
町
、

3
句
史
認
崎
。
』
r
tお
む

の
白
日
『
同
五

mタ
ロ
』
〉
の
曲
目
『
コ
門
目
問
命

C
ロ
ド
〈
角
川
門
的
戸
門
可
司
円
命
的
印

噌

戸
山
由
い
山

岨
司自
u

ω
叩∞ム
O
H

本
書
は
、
欧
米
閣
に
お
け
る
宋
代
刑
罰
制
度
に
閲
す
る

ほ
と
ん
ど
唯
一
の
専
著
で
あ
る
が
、
惜
し
む
ら
く
は
註

(
2
)
滋
賀

論
文
を
参
照
し
て
い
な
い
。

(
6
)

拙
稿

「宋
代
の
流
刑
と
配
役
」
(
『
史
林
』
七
八
五
、
一
九
九
五

年
)
一
四
二
頁
を
参
照
。

(
7
)

註

(
1
)
拙
稿
「
北
宋
『
配
隷
』
努
議
」
の
表
二
「
五
代
の
配
流

例
一
覧
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
8
)

刑
統
で
は
三
十
匹
で
絞
刑
で
あ
っ
た
が
、
異
宗
の
大
中
鮮
符
八
年

(一

O
一
五
)
に
改
め
ら
れ
た
。
『
刑
統
』
巻
一
九
、
賊
盗
律
。
諸

監
臨
主
守
自
町盗
及
盗
所
監
臨
財
物
者
(
若
親
王
財
物
而
監
守
白
、
盗
亦

同
)
、
加
凡
盗
二
等
、

三
十
匹
絞
(
本
候
己
有
加
者
、
亦
累
加
之
)
。

『長
編
」
巻
八
五
、
大
中
鮮
符
八
年
間
六
月
発
巳
。
編
紋
所
言
、
監

臨
主
守
自
盗
及
盗
所
監
臨
財
物
者
、
奮
自
五
匹
徒
二
年
、
遜
加
至
二

十
五
匹
流
二
千
五
百
里
、
三
一
十
匹
即
入
絞
刑
、
縁
法
律
凡
加
重
刑
、

皆
須
循
次
、
今
濁
此
傑
頓
至
大
降
、
望
改
三
十
匹
鴬
流
三
千
里
、

三

一
九
八
五
年
)
刑
法
分

十
五
匹
絞
。
従
之
。

(
9
)

宮
崎
市
定

「宋
代
州
師
抑
制
度
の
由
来
と
そ
の
特
色
||
特
に
街
前

の
獲
遷
に
つ
い
て
|
|」
(
一
九
五
三
年
初
出
。
『
宮
崎
市
定
金
集
』

第

一
O
巻
、
岩
波
書
底
、
一
九
九
二
年
)
一
一
一
六
l
二
四
二
頁
。
周

藤
吉
之
「
五
代
節
度
使
の
支
配
穏
制
」
(
一
九
五
二
年
初
出
。
『
宋
代

経
済
史
研
究
』
東
京
大
事
出
版
舎
、
一
九
六
二
年
)
五
八
二

1
五
九

二
頁
。
同

「宋
代
州
燃
の
職
役
と
膏
吏
の
後
展
」
(
『
宋
代
経
済
史
研

究
』
所
牧
)
六
六
一

l
七
O
四
頁
。

(
叩
)
『
宋
曾
要
」
食
貨
三
七
1

八
、
天
鵡
二
年
(
一

O
一
八
)
十
月
。

詔
河
東
沿
透
州
軍
、
自
今
民
有
私
過
北
界
、
只
是
博
懇
糾
斗
、
政
買

皮
委
及
諸
般
此
一一小
喫
用
物
色
、
情
理
軽
者
、
則
依
法
決
詑
、
刺
面
配

五
百
里
外
州
軍
本
城
牧
管
。

(
日
)
『
候
法
事
類
』
巻
七
五
、
編
配
流
役
、
断
獄
令
。
諸
編
配
人
、
備

録
年
甲
・
犯
状
・
以
前
過
犯
若
住
家
犯
事
之
所
及
所
引
僚
制
・
断
遁

刑
名
、
賓
封
、
遜
報
所
隷
州
、
置
簿
、
銀
元
牒
。
同
じ
く
断
獄
令
。

諸
配
流
・
編
管
・
霧
管
者
、
断
詑
、
節
録
所
犯
、
及
以
随
行
家
岡
崎
・

財
物
数

・
住
家
之
所
、
具
載
於
牒
(
元
是
命
官
、
不
録
{
ゑ
廊
崎

・
財

物
)、

付
部
迭
人
、
の
給
行
程
庭
、
経
由
勝
銀
、
批
蓄
月
目
。
(
中

略
)
至
所
隷
州
受
詑
、
回
報
元
断
官
司
。

(
ロ
)

『係
法
事
類
』
巻
七
五
、
編
配
流
役
、
断
獄
令
。
諸
州
刺
面
・
不

刺
面
配
軍

・
編
管

・
鴇
管
人
及
奴
娘
、
毎
中
十
年
一
具
開
収
見
管
井
本

州
編
配
過
人
〔
原
作
「
久
」
〕
数
、
依
式
造
品
川
、
限
六
十
日
、
供
申

尚
書
刑
部
。
同
じ
く
、

断
獄
式
に
は
「
編
配
人
(
原
作
「
久
」
)
編

加
」
の
書
式
を
載
せ
る
。

(
日
)
『
係
法
事
類
」
巻
七
五、

編
配
流
役
、
断
獄
令
。
諸
編
管
・
鵜
管

- 51 
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入
、
月
赴
長
吏
臆
呈
験
。
元
係
品
{自
若
婦
人
元
有
官
品
・
封
邑
者
、

所
居
願
止
具
見
管
紋
申
。
宋
代
、
州
府
ク
ラ
ス
の
都
市
は
、
内
部
を

「
閥
」
と
い
う
匿
剖
に
分
け
て
お
り
、
警
察

・
消
防
な
と
の
組
織
も

こ
れ
を
も
と
に
置
か
れ
て
い
た
。
曾
我
部
静
雄
「
都
市
直
釧
制
の
成

立
」
(『
中
園
及
び
古
代
日
本
に
お
け
る
郷
村
形
態
の
後
遺
』
吉
川
弘

文
館
、
一
九
六
三
年
所
枚
)
四
四
七
1
四
七
四
頁
を
参
照
。

(
H
H
)

註

(
4
)
郭
氏
著
書
、

二
二
二
頁
。

(
日
)
『
宋
曾
要
』
刑
法
四
|
七
五
、
配
…
寧
二
年
(
一

O
六
九
)
十
二
月

十

一
日
。
詔
、
今
後
失
入
死
罪
、
己
決
三
名
、
第
首
者
、
手
分
刺
配

千
里
外
牢
城
、
命
官
除
名
編
管
、
第
二
従
除
名
、
第
四
従
這
官
動
停
、

二
名
、
矯
首
者
、

手
分
遠
悪
庭
編
管
、ム
叩
官
除
名
、
第
二
従
追
官
動

停
、
第
三

・
第
四
従
劫
停
、

一
名
、
第
首
者
、
手
分
千
里
外
編
管
、

命
官
退
(
自
動
停
、
第
二
従
勅
停
、
第
三

・
第
四
従
衝
替
。

(
日
)

『係
法
事
類
』
所
載
の
放
の
う
ち
、
編
管
を
科
す
る
こ
と
を
定
め

た
俊
文
は
、
重
複
分
を
除
い
て
二
二
候
あ
り
、
う
ち

「郷
州
編
管
」

が
一
五
僚
と
、

三
分
の
二
強
を
占
め
る
。

(
げ
)

律
令
研
究
舎
編

「諜
註
日
本
律
令
』
七

(
東
京
堂
出
版
、

一
九
八

七
年
)
、

一一一一
八
頁
。

(
日
)
『
唐
律
疏
議
』
賊
盗
律
第
一
八
位
師
、
殺
人
移
郷
。
殺
人
態
死
曾
赦

克
者
、
移
郷
千
里
外
。
疏
議
目
、
殺
人
態
死
、
曾
赦
免
罪
、
而
死
家

有
期
以
上
親
者
、
移
郷
千
里
外
篤
戸
。

(
川口
)

『
係
法
事
類
』
巻
七
五
、
刑
獄
門
、
移
郷
、
捕
亡
救
。
諸
移
郷
人

逃
亡
、
第
一
度
杖
六
十
、
毎
度
遅
加

一
等
、
第
五
度
不
刺
面
配
移
郷

鹿
本
城
。

(
初
)

移
郷
と
流
刑
と
は
と
も
に
、
罪
人
を
強
制
移
動
さ
せ
る
措
置
で
あ

り、

そ
の
た
め
、
唐
律
の
諸
規
定
に
お
い
て
雨
者
を

一
括
し
て
扱
わ

れ
て
い
る
こ
と
が
多
く、

雨
者
の
あ
い
だ
に
共
通
勤
も
多
い
。
そ
の

た
め
、
後
述
の
如
く
、
編
管
は
律
の
流
刑
と
も
類
似
し
て
い
る
と
い

う
見
方
も
存
す
る
。
し
か
し
、
距
離
の
起
黙
が
流
刑
は
園
都
、
移
郷

は
罪
人
の
郷
里
と
大
き
く
異
な
り
、

こ
れ
は
爾
者
の
刑
罰
と
し
て
の

目
的
が
異
な
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
流
刑
は
罪
人

を
僻
地
に
放
逐
す
る
刑
罰
で
あ
り
、
移
郷
は
復
讐
防
止
を
目
的
と
す

る
一
種
の
強
制
廃
分
な
の
で
あ
る
。

(幻
)

流
刑
囚
の
配
役
は
通
常
、
審
判
を
受
け
た
州
に
お
い
て
執
行
さ
れ

る
。
川
村
康
「
宋
代
配
役
考
」

(
『
法
と
政
治
』
五
一
ー
ー
て
二

O
O

O
年
)
二
九

一
l
二
九
二
頁
を
参
照
。

(n)
『脇陣法
事
類
』
巻
二
ハ
、
文
書
門
、
赦
降
、
名
例
救
。
諸
犯
罪
曾

降
、
橋
死
罪
降
従
流
者
、
流
三
千
里
(
本
候
罪
不
至
死
有
編
配
法
者
、

依
不
至
死
編
配
例
)
。
檎
流
罪
降
従
徒
者
、
加
役
流
・
流
三
千
里
、

通
徒
三
年
、
其
め
帥
以
次
降
之
(
詣
流
二
千
五
百
里
降
徒
二
年
宇
之
類
。

婦
人
若
諸
軍
或
刺
面
人
名
、
更
降
一
年
)
。

(
お
)

苗
書
梅

『宋
代
官
員
選
任
和
管
理
制
度
」
(
河
南
大
祭
出
版
枇
、

一
九
九
六
年
)
四
八
五
頁
。
但
し
、
い
か
な
る
史
料
に
基
づ
く
見
解

か
は
不
明
で
あ
る
。
王
雲
海
主
編
『
宋
代
司
法
制
度
』
(
河
南
大
祭

出
版
枇
、
一
九
九
二
年
)
三
八
六
1
三
八
七
頁
に
も
同
様
の
言
及
が

あ
る
が
、
こ
ち
ら
も
典
擦
を
示
し
て
い
な
い
。

(μ)

『宋
曾
要
」
刑
法
六

|
七
二
、
紹
照
四
年
七
月
二
十
五
日
。
「
在

法
」
は
も
と
「
在
後
」
に
作
る
が
、
裳
説
友

『東
塘
集
』
巻
一

O

「
天
府
措
置
拘
鎖
人
剖
子
」
に
綴

っ
て
文
字
を
改
め
た
。

(
お
)
仁
井
田
陸
「
清
明
集
戸
婚
門
の
研
究
」
(
一
九
三
三
年
初
出
。
『
補
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訂
中
閣
法
制
史
研
究
法
と
慣
習
・
法
と
這
徳
』
東
京
大
挙
出
版
舎
、

一
九
八
一
年
に
補
訂
し
て
再
録
)
四
三
O
l
四
三
五
頁
を
参
照
。

(
お
)
「
今
年
の
徳
音
」
と
は
、
同
月
乙
酉
(
八
日
)
に
出
さ
れ
た
徳
音

を
指
す
。
『
長
編
』
巻
四
O
入
、
元
祐
三
年
二
月
乙
酉
。
徳
音
、
降

死
罪
囚
、
徒
以
下
稗
之
(
以
下
略
)
。
前
掲
『
宋
曾
要
』
の
記
事
は
、

『長
編
』
で
は
二
月
戊
子
(
十
一
日
)
僚
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、

「
二
十
一
日
」
の
「
二
」
字
は
街
字
で
あ
ろ
う
。

(
幻
)
『
宋
曾
要
」
刑
法
四
|
一
一
二
、
皇
祐
二
年
(
一

O
五
O
)
十
一
月

六
日
。
詔
、
知
制
詰
曾
公
亮
・
李
絢
看
詳
諸
州
軍
編
配
罪
人
元
犯
情

理
軽
重
以
問
、
自
今
毎
降
赦
後
、
即
命
官
看
詳
如
例
。
同
じ
く
刑
法

四
二
二
、
皇
祐
三
年
十
月
十
三
日
。
翰
林
皐
士
曾
公
亮
言
、
昨
泰

穀
、
以
明
堂
赦
後
看
詳
諸
這
編
管
配
軍
人
罪
犯
軽
重
、
逐
時
具
状
、

貼
黄
奏
詑
、
伏
恩
、
自
前
南
郊
赦
令
、
難
輿
今
一
韓
、
及
其
奏
到
罪

人
犯
獄
、
久
不
蒙
移
放
。
不
惟
赦
令
失
信
、
其
開
甚
有
州
軍
妄
行
編

配
、
遂
至
一
一
一
十
年
、
鴇
囚
至
死
、
傷
害
和
気
、
衆
所
共
問
、
欲
乞

特
降
思
旨
、
今
後
依
此
、
永
篤
著
例
、
粂
詳
盆
・
梓
・
利
・
愛
四
路
、

地
皇
至
遠
、
凡
取
索
干
誼
文
字
、
経
年
未
得
費
足
、
況
此
四
路
各
有

鈴
轄
司
。
欲
乞
今
後
盆
・
梓
・
利
・
菱
四
路
編
管
配
軍
人
、
如
経
大

赦
、
只
就
本
路
縛
運
・
鈴
轄
司
同
共
看
詳
、
擦
犯
状
軽
重
量
移
得
放
。

詔
、
依
奏
、
其
盆
・
梓
・
利
・
愛
路
編
配
人
内
、
情
理
重
及
干
擬
係

貫
者
、
奏
裁
。

(
お
)
移
郷
人
に
つ
い
て
も
、
ほ
ほ
同
じ
時
期
に
類
似
の
措
置
が
取
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
『
宋
曾
要
』
刑
法
四
l
二
七
、
元
豊
三
年
(
一

O
八
O
)
九
月
二
十
二
日
。
詔
、
(
中
略
)
百
姓
移
郷
十
年
不
犯
徒

者
、
縛
蓮
司
酌
情
軽
者
放
逐
使
。
同
じ
く
刑
法
四
二
人
、
元
豊
六

年
間
六
月
二
十
三
日
。
詔
倫
書
刑
部
、
時
服
移
郷
人
情
理
軽
者
十
年
、

精
重
者
二
十
年
、
遇
赦
検
琴
、
放
令
逐
使
、
令
刑
部
著
矯
令
。

(
m
U
)

北
宋
末
年
の
赦
文
に
こ
れ
と
類
似
の
文
言
が
見
え
る
の
で
、
編
管

の
刑
期
が
六
年
と
な
っ
た
時
期
は
更
に
遡
る
可
能
性
が
あ
る
。
『
宋

舎
要
』
刑
法
四
四

O
、
宣
和
七
年
(
一

一
一
一
五
)
十
一
月
十
九
日
。

南
郊
制
、
(
中
略
)
懸
刺
面
・
不
刺
面
配
軍
・
編
管
人
等
、
除
謀
叛

以
上
縁
坐
人
(
原
作
「
入
」
)
・
強
盗
・
己
殺
人
外
、
並
特
奥
減
三
年
、

理
震
検
放
年
限
、
在
京
委
所
属
開
封
府
・
歩
軍
司
、
在
外
委
諸
州
首

職
官
、
量
元
犯
軽
重
、
依
僚
操
選
移
放
、
託
、
節
略
犯
由
、
在
京
申

尚
書
刑
部
、
諸
路
申
提
刑
司
審
覆
、
誌
、
類
衆
申
刑
部
。

(ω)
賞
品
都
『
勉
祷
集
」
非
竺
二
三
、
剣
語
、
京
宣
義
訴
曾
国
受
取
妻
蹄
葬

に
「
在
法
、
夫
出
外
三
年
不
蹄
者
、
其
妻
聴
改
嫁
」
と
あ
り
、
こ
の

規
定
も
南
宋
時
代
の
法
令
に
定
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
仁

井
田
陸
「
支
那
身
分
法
史
』
(
東
方
文
化
拳
院
、
一
九
四
二
年
)
七

O
六
l
七
O
七
頁
、
滋
賀
秀
三
「
中
園
家
族
法
の
原
理
』
(
創
文
枇
、

一
九
六
七
年
)
四
七
八
頁
を
参
照
。

(
む
)
た
と
え
ば
、
『
宋
舎
要
』
兵
一
一
ー
ー
二
六
に
、
「
〔
治
卒
〕
一
一一
年

(一

O
六
六
)
四
月
五
日
、
詔
、
開
封
府
長
垣
・
考
城
・
束
明
豚
井

曹
・
濃
・
澄
・
滑
州
諸
問
脚
獲
強
劫
罪
死
者
、
以
分
所
嘗
得
家
産
給
告

人
、
本
房
骨
『
肉
迭
千
里
外
州
軍
編
管
、
(
中
略
)
罪
至
徒
者
、
刺
配

庚
南
遠
悪
州
軍
牢
城
、
以
家
産
之
宇
賞
告
人
、
本
房
骨
肉
迭
五
百
里

外
州
軍
編
管
、
編
管
者
、
遇
赦
母
、
建
」
と
あ
る
。

(
幻
)
註

(
1
)
拙
稿
「
宋
初
の
配
流
と
配
軍
」
一
ム
ハ
l
一
一
一
頁
を
参
照
。

(
お
)
『
唐
律
疏
議
』
名
例
律
第
二
図
像
。
諸
犯
流
懸
配
者
、
三
流
倶
役

一
年
(
本
係
構
加
役
流
者
、
流
三
千
里
、
役
三
年
。
役
満
及
曾
赦
克
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者
、
即
於
配
慮
従
戸
口
例
)

0

(

中
略
)
疏
議
目
、
役
満

一
年
及
三一
年、

或
未
満
曾
赦
、
卸
於
配
所
従
戸
口
例
、
謀
役
同
百
姓
。

(
泊
)

註

(
l
)
拙
稿
「
杖
刑
と
死
刑
の
あ
い
だ
」
二

O
一
l
二
O
四
頁

を
参
照
。

(
お
)
『
宋
史
全
文
』
巻

一
四
、
大
観
四
年
三一
月
。
正
案
坐
所
告
失
賓、

曲
凪
海
島
。
「
皇
朝
編
年
網
目
備
要
』
巻
二
七
、
大
観
四
年
、
鼠
陳
瑳

陳
正
業
保
。
獄
具
、
球
安
置
通
州
、
正
義
流
沙
門
島
。
『建
炎
以
来

繋
年
要
録
』
忠
告六
三一
、
紹
興
三一
年
三
月
庚
午
。
山宗
寧
中
、
上
書
訟
察

京
罪
、
流
海
島
十
絵
年
。
配
所
に
お
け
る
陳
正
案
の
待
遇
が
さ
ほ
ど

劣
悪
で
は
な
か

っ
た
こ
と
が
、
次
の
史
料
か
ら
窺
わ
れ
る
。
楼
抽
酬

『攻
娘
集
」
巻
六
九
、
恭
題
高
宗
賜
陳
正
案
御
札
。
徽
自
主
聴
察
、
僅

得
貸
正
案
之
死
、
翫
至
沙
門
、
無
復
蹄
望
、
島
上
巡
検
知
其
篤
名
家

子
、
招
致
館
下
。

(
お
)
た
と
え
ば
、
前
掲
の
至
遁
=一
年
四
月

一
日
、
異
宗
即
位
赦
書
を
参

昭
…。

(
幻
)
原
注
に
引
く
「
時
政
記
」
に
も
「
五
日
、
知
穎
州
・
眠
州
園
練
使

高
遜
裕
知
慶
州
。
前
知
慶
州
沼
純
仁
、
遣
監
察
御
史
裏
行
責
廉
就
寧

州
置
司
取
勘
。
以
永
輿
軍
路
兵
馬
鈴
轄
紳
古
言
、
前
知
環
州
、
嘗
輿

純
仁
整
曾
錯
了
蕃
部
公
事
共
七
件
、
純
仁
因
此
挟
情
酬
嫌
据
拾
耳
。

因
配
流
編
管
人
遁
布
等
防
迭
過
慶
州
向
田
佐
、
遂
子
寧
州
興
獄
。
其
知

寧
州
史
籍
又
是
純
仁
部
下
、
累
被
薦
察
、
必
恐
別
有
非
事。

故
専
命

廉
以
勘
寅
也
」
と
あ
る
。

(
お
)
『
朱
子
語
類
』
巻

一一一

O
、
本
朝
、
法
制
。
律
日
疋
歴
代
相
停
、
救

固定太
租
時
修
、
律
軽
而
救
重
。
如
救
中
刺
面
編
配
、
律
中
無
之
、
只

是
流
若
干
里
、
即
今
之
白
面
編
管
是
也
。
敷
中
上
刑
重
而
下
刑
軽
、

如
律
中
杖

一
百
、
寅
有

一
百
、
救
中
則
折
之
第
二
十
(
五
折
二
。

今
陛
断
獄
只
是
救
、
救
中
鉦
…、
方
用
律

(同
)。

(鈎
)
一

例
を
奉
げ
る
。『
宋
大
詔
令
集
』
巻
二

O
三
、
虚
多
遜
創
奪
官

爵
配
隷
崖
州
制

(
太
平
輿
圏
七
年
四
月
丁
丑
)
。
〔
兵
部
尚
書
〕
虚
多

遜
在
身
官
爵
及
三
代
封
贈
・
妻
子
官
封
、
井
{
且
創
奪
追
段
、

一
家
親

属
弁
配
隷
崖
州
充
長
流
百
姓
、
所
在
馳
鰐
授
遣
、
の
終
身
禁
鋼
、
縦

更
大
赦
、
不
在
量
移
之
限
。

〔
附
記
〕

本
研
究
は
、

二一
島
海
雲
記
念
財
園
撃
術
奨
励
金
お
よ
び
日
本
皐

術
振
興
曾
科
皐
研
究
費
基
盤
研
究

(C
)
に
よ
る
研
究
成
果
の

一

部
で
あ
る
。
ま
た
、
研
究
を
困
滑
に
進
め
る
に
嘗
た
り
、
濁
立
行

政
法
人
通
信
総
合
研
究
所
次
世
代
イ
ン
タ
ー
ネ
7
ト
研
究
グ
ル
ー

プ
の
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
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〔補
記
〕

小
論
を
脱
稿
し
た

の
ち
、
戴
建
園
『
宋
代
法
制
初
探
』
(
黒
龍

江
人
民
出
版
枇
、

二
0
0
0年
)
を
手
に
し
た
。
こ
の
う
ち
「
宋

代
従
刑
考
述
」
は
、
配
隷
と
編
管
と
を
中
心
に
考
察
を
加
え
た
論

考
で
あ
る
。
小
論
と
の
閥
わ
り
で
言
え
ば
、
編
管
じ
た
い
に
傍
役

は
伴
わ
な
い
こ
と
、
特
殊
な
身
分
や
永
不
放
還
の
場
合
を
除
い
て

編
管
後
何
年
か
経
れ
ば
法
に
よ
り
自
由
を
回
復
さ
れ
た
こ
と
な
ど

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
編
管
を
「
犯
人
を
遠
地
に
流
放
し
、

監
視
管
理
の
状
態
に
置
く
刑
罰
」
と
定
義
し
、
農
大
な
地
理
的
空

間
の
確
保
が
編
管
寅
施
の
前
提
と
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明

ら
か
な
よ
う
に
、
遠
隔
地
へ
の
強
制
移
動
を
編
管
の
本
質
と
し
て

い
る
勃
で
、
小
論
と
大
き
く
異
な
る
。



well as commercial activities,revealing that the deceased was ａ village chief,

lizheng里正. Based on this evidence, one can analyze the role of the villagechief

and the character of his village.First, the residents of the villagesof Shiyang 市陽

里and Dangli 営利里in the χiχJang西郷of Jiangling were of the farming class,

but their area of cultivationwas very small, and it appears that they had to depend

on other methods to make ａliving.In this regard, these ｖⅢages were communi-

ties with an urban character, unlike the typicalHan village｡

　　

The village chief who was buried ｍ Tomb Ｎ０.Ten had been charged with

parceling out corvee labor assignments and the collection of land rents, hay and

the head tax and its payment to the county 郷authorities. This variety of public

service was carried out under direct order of the county, but itis thought that m

practice the villagechief was granted great latitudein fulfillinghis duties. The vil-

lage chief regulated the burden of corvee labor and tａχeswithin his villageand at

times in cooperation with neighboring villages,ｍ order to satisfythe demands of

the government. Therefore the Han villagecan be regarded as one sort of social

community that was complementary to the govemental administration｡

　　

The wooden slips from the Fenghuang-shan in Jiangling strongly reflect the

period of emperors Wen through Ying and the regional flavor of Nanjun 南郡

Jiangling District. Although they are historicalmaterials related to the history of

the Han-dynastic system, they cannot easily be generalized to provide ａ compre-

hensive interpretation. Nevertheless, their most outstanding character is that they

provide a vertical section of ａ society from the poor peasant on the land to the

wealthy ｍ the underworld of a particularperiod and place.

ＡSTUDY OF THE SYSTEM OF REGISTERED

　　　　　

CONTROL IN SONG CHINA

TsujiMasahiro

　　

Bia?z一部四編管, registered control, was one of the new penalties created by

the Song dynasty. As Professor Brian Ｅ. McKnight has pointed out in hiｓ“Ｌａ扨

αｎｄＯｒｄｅｒ　inＳｗｎｅＣｈｉｎａ",this form of punishment was less serious than reg-

istration in units of the provincial armies, ａ penalty known peり回配軍. But

McKnight's description of the features of the bian-guan system includes some in-

accuracies, and he has overlooked other important features.　Regrettably,

McKnight appears to have made no reference to the thesis on the general history
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of imprisonment in China by Professor Shuzo Shiga. This paper attempts to cor-

rect some misunderstandings in the earlierresearch about the bian-guan system

and to clarifythe penal system itself･

　　

The criminals sentenced to bian-guan were to be registered as convicts by

the local authoritiesin the registry for control. They were not assigned to bar-

racks but controlled on the basis of the registry. This is one of the most important

features of the bian-guan system. The convicts had to report regularly to the local

authorities, with certain exceptions, such as Ｏ伍cialsand ladies, who had been

granted ａtitlefrom the emperor･

　　

It has been supposed that registered control was a punishment mainly for offi-

cials,but thisis not correct. Although there is much historicalevidence of ｏ伍cials

having been sentenced to this punishment, this fact should be understood as ａ

product of historiographicaldistortion due to the focus on ｏ伍cialsin the historical

record.

　　

Bian-guan was not essentiallyａmatter of enforced removal to the frontier.It

indeed had an aspect of enforced removal of the convicts, but their destination

was not always the frontiers of the empire. Actually, the most frequent ｅχamples

of bian-guan appearing in Qing-yu回庇ａ面功丿一辰慶元條法事類, which was ａ

ｃｏｄｅχof the Southern-Song dynasty, are cases of registered control that were to

be conducted in a neighboring prefecture to the hometown of the convicts. En-

forced removal to the frontierwas conceived as ａway to vary the punishment.

　　

Forced labor was not an essential element of the bian-guan system. Only con-

victs who were sentenced to bian-guan and who were also sentenced to“ｅχne"，

/沁ぷ昭流刑, which during the Song period was replaced by ａ beating with ａ

heavy stick and forced labor for one year were required to do force labor. This

was a distinctdifference between bian-guan and pei-jun, because the criminals

sentenced to pei-jun were absolved from forced labor when they were sentenced

to pei-jun as an additionalpunishment.

　　

Registered control was ａ form of punishment with a fixed term. The convicts

sentenced to bian-guan could go back to their hometown after
Siχyears, even if

they had no chance of receiving amnesty. If they had been punished as relatives of

the offender縁坐, they were never permitted to go back home, but they were

not considered convicts after Siχyears and were no longer strictlycontrolled by

the local authorities.

　　

Registered control and distantｅχile配流seem to be very similar penalties,

and they have much in common as punishments, particularlygiven the fact that

exile to remote regions might be an aspect of bian-guan. For this reason, the
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characters京ａｎｄ流sometimes appear in place of bian-guan in some historical re-

cords from the Song period. But this does not mean that the punishments were

the same. The ｅχpression pei一liｕ　hian-ｇｕａｎ　ｒｅｎ配流編管人indicates ａ person

sentenced to both punishments, in other words, subject to registered control in

his place of eχile.

THE SUPERVISORATE OF CONFUCIAN SCHOOLS IN THE

　

YUAN ＤＹＮＡＳＴＹ：FOCUSING ON THE SUPERVISOR OF

　　　

CONFUCIAN SCHOOLS IN JIANGZHE PROVINCE

Sakurai Satomi

　　

This articleconsiders the post of Supervisorate of Confucian Schools 儒學提

拳司, which bore the responsibility of managing regional schools during the Yuan

dynasty, by ｅχamining the ｅχample of Jiangzhe. First,I carefullyanalyze what sort

of person would have been named Supervisor of Confucian Schools 儒學提畢and

further proceed to examine the relationshipto other organizations, employing the

noted ｅχample of the activitiesof the Supervisor of Confucian Schools of Jiangzhe.

The following four points have been clarifiedby this study･

　　

Firstly,taking aU those appointed Supervisor or Vice-Supervisor 副提阜of

Confucian Schools together (including those whom were only recommended or

nominated to the posts), there were ａ total of 188 people, 125 of whom were

named Supervisor, and slχty-threeVice Supervisor. 0f these, 140, or seventy

percent, were appointed in the three provinces of Jiangzhe, Jiangxi, and Huguang.

In other words, the Supervisorate was m practical terms operated ｍ these three

provinces. Furthermore, the number of these officialswho had come from the

same three provinces numbered 134, and thus the percentage of native-bom ｏ伍-

cialsappointed in their own province was very high. This tendency is at odds with

general trend for officials.

　　

Secondly, there was mutual interchange between the Supervisors and Vice-

Supervisors and both the central Hanlin Historiographic Academy 翰林國史院and

the Directorate of Education 國子監. Furthermore, the Supervisorate of Confucian

Schools might correspond directly with the central Directorate of Education and

the Academy of Scholarly Worthies 集賢院. Although posted in the provinces,

these ｏ伍cialswere capable of My recognizing the intent of the center and also

upholding policieslinked to the central government｡
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